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家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等ＩＴ化研究会報告書 

はじめに 

我が国における裁判手続のＩＴ化に関しては、近年の科学技術の進展により、

ＩＴの利用が国民にとって身近な存在になったことを踏まえ、利用者の目線に

立って裁判手続の利便性を向上させることが重要な課題となっている。 

その状況を踏まえ、民事訴訟のＩＴ化については、令和２年２月開催の法制

審議会総会における法務大臣の諮問を受け、民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会に

おいて調査審議が進められ、令和３年２月には中間試案が取りまとめられた。 

家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等についても、ＩＴの利用によ

る利用者の利便性の向上という課題に向けた検討が求められている。他方、こ

れらの手続の根拠法には民事訴訟法を適用又は準用しているものも多く、民事

訴訟のＩＴ化において検討されてきた観点には、これらの手続のＩＴ化の検討

に際しても参考とすべき点が多く含まれている。 

本研究会は、上記部会において取りまとめられた民事訴訟のＩＴ化に関する

中間試案の内容をも踏まえて家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等の

ＩＴ化に関する法的課題の整理や規律の在り方の検討を開始する必要があると

して、令和３年４月から同年１１月までの間、合計１２回にわたり、山本和彦

一橋大学大学院教授を座長とし、研究者や、弁護士、司法書士、関係省庁等の

関係者をメンバーとして開催された。 

その間、民事訴訟のＩＴ化に関しては、上記部会における中間試案の取りま

とめ後、パブリックコメントの手続を経て、要綱案の取りまとめに向け、さら

に、調査審議が重ねられている。また、令和３年６月に閣議決定された「成長

戦略フォローアップ工程表」及び「規制改革実施計画」においては、家事事件

手続及び民事保全、執行、倒産手続等のＩＴ化に関する検討を継続し、令和４

年度中に一定の結論を得ることとされた。 

本研究会においては、こうした状況をも踏まえつつ、家事事件手続及び民事

保全、執行、倒産手続等におけるインターネットを用いた申立て等、ウェブ会

議等を用いた期日の実施、記録の電子化及びその閲覧等、システムを利用した
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送達に関する規律など、多岐にわたる論点について検討を行った。その際には、

先行する民事訴訟のＩＴ化に関する検討の成果をも踏まえつつ、各手続の特性

を踏まえ、記録の電子化の例外、民事訴訟にはない各種期日におけるウェブ会

議等の利用、破産手続における管財人や多数の債権者等、多様な事件関係者の

インターネットを用いた申立て等や送達、閲覧等における取扱い、訴訟裁判所

と執行裁判所の連携といった、各手続につき独自に検討する必要がある事項に

ついても検討がなされた。 

本報告書は、本研究会における主な検討の結果を取りまとめたものである。

なお、本研究会の資料及び議事要旨は、公益社団法人商事法務研究会のウェブ

サイトにおいて公開されているので、その議論の詳細については、これらの資

料を併せて参照いただきたい。また、本報告書において取りまとめた検討の結

果には、本研究会において、委員等の間で、一定程度意見の一致が見られたも

ののみならず、意見が分かれた論点も含まれている。本報告書においては、こ

れらの論点についても、引き続き検討すべき点として議論の整理を試みている。 

本研究会において検討された論点は、各手続の利用者に多くの影響を与える

ものであるが、今後、本研究会における議論も参考として、幅広い関係者から

の意見を踏まえつつ、多角的な視点から更に検討が進められ、議論が一層深め

られていくことを期待したい。 
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（前注１） テレビ会議、ウェブ会議及び電話会議の定義の整理 

本報告書において、テレビ会議、ウェブ会議及び電話会議の定義について、次のとおり

整理することとする。 

⑴ア ウェブ会議とは、インターネット接続環境下の任意の場所において、ウェブ会議用

ソフトウェアを利用して、ビデオ通話を行う方法をいう。 

イ テレビ会議とは、裁判所庁舎等において、裁判所のテレビ会議システムを利用して、

ビデオ通話を行う方法をいう。 

ウ 電話会議とは、電話会議システムを利用して、音声通話を行う方法をいう。 

エ ウェブ会議等とは、ウェブ会議及びテレビ会議をいう。 

オ 電話会議等とは、ウェブ会議、テレビ会議及び電話会議をいう。 

⑵ 「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができ

る方法」とされている場合は、ウェブ会議及びテレビ会議は許容されるが電話会議は許

容されない。⑴の「ウェブ会議等」に相当する。 

⑶ 「音声の送受信により同時に通話をすることができる方法」とされている場合は、ウ

ェブ会議、テレビ会議及び電話会議のいずれもが許容される。⑴の「電話会議等」に相当

する。 

（前注２） 申立て等の定義 

本報告書において「申立て等」とは、申立てその他の申述（民事訴訟法第１３２条の１０

参照）をいう。 

 

第１ 民事執行 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、民事執行事件においても電子情報処理組織を用いて申立て等をしなけ

ればならないものとする方向で検討する。 

（注）当事者以外の者が執行手続において提出する文書（第三債務者の陳述書など）につ

いて、その文書の提出が「申立て等」に該当するかどうかを検討しつつ、規律を設ける

必要性及び許容性を踏まえ、電子情報処理組織を用いて提出しなければならないもの
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とするかどうかにつき、引き続き検討する。 

 

（説明） 

インターネットによる申立て等によらなければならない場合を設けることのメリット

については、当事者間等における情報のやりとりが円滑化・効率化されることや事件記録

が迅速かつ正確に電子データで作成されて書面への出力を不要とすること等により社会

全体のコストの削減を図ることができることなどが考えられるところ、民事訴訟のＩＴ

化の議論においては、インターネットを用いた申立て等について、①原則として全ての者

に義務付ける案（『民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する中間試案』（以下、「中間

試案」という。）における【甲案】）、②委任を受けた訴訟代理人（弁護士や司法書士等）

等に義務付ける案（中間試案における【乙案】）、③義務付ける場合を設けず任意選択とす

る案（中間試案における【丙案】）が挙げられ、議論されているところである。 

本研究会においては、民事訴訟において上記②（【乙案】）が採用された場合には、民事

執行においても同様とすることとする意見が多かった。また、国及び地方公共団体が指定

代理人を選任して民事執行手続の申立て等をする場合についても、インターネットを用

いなければならないとすることに賛成する意見も多かった。 

なお、本研究会においては、民事訴訟において上記②（【乙案】）が採用された場合に、

これらの者に加えて、税務・社会保障では、大規模会社はオンライン申請が義務化されて

いることを参考に、民事執行について金融機関等もインターネットを用いた申立て等に

よらなければならないこととしてはどうかとの提案があった。もっとも、金融機関等につ

いては、上記②（【乙案】）を採用する際の理由を当てはめることはできないなどの理由か

ら、消極的な意見もあり、法制度として他の者と区別してこれを義務化するまでの明確な

理由付けを見出せるか、検討する必要がある。 

また、現在の民事訴訟での議論は、民事訴訟の全ての訴訟記録につきこれを電子化する

ことと併せて議論されている。この点に関しては、仮に、事件記録の電子化をしない場合

に関する規律を設けたときは（後記３参照）、これに当てはまる事件については、電子情

報処理組織を用いて申立て等をしなければならない旨の規律を及ぼさないとするような

考え方をとる意見も出されたが、そのような方向性はＩＴ化の進展に逆行するものであ
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るとの意見、また、民事訴訟において上記②（【乙案】）でインターネット申立て等を義務

付けられる者にとっては、民事執行の場面で書面での申立て等を可能としてもあまりメ

リットはないのではないかといった意見も出された。 

なお、本研究会においては、民事執行及び倒産については、フォーマットに数値を入力

する方法で申立てが可能となるようなシステムを構築することを念頭に置いたＩＴ化を

指向すべきであるとの意見も出された。 

そのほか、（注）で記載したように、当事者以外の者が執行手続において提出する文書

について、インターネットを用いなければならないとする規律を設けるかという問題が

ある。例えば、第三債務者の陳述をインターネットを用いてしなければならないとするこ

とが検討された。もっとも、インターネットを用いなければならないとすることが検討さ

れている「申立て等」は、当事者の申立て等に限られるものではなく、裁判所に対するも

のであれば、これに該当する。そのため、例えば、第三債務者の陳述につき、インターネ

ットによることを義務付けるのか、義務付けるとして特別の規律を設けるかどうかにつ

いては、その文書の提出が「申立て等」に該当するかどうかを検討しつつ、規律を設ける

必要性及び許容性を踏まえ、引き続き検討することが考えられる。 

 

２ 債務名義の正本の添付・執行文の付与 

⑴ 債務名義の正本添付の要否 

債務名義が裁判所において電磁的記録によって作成されたものである場

合には、原則として、強制執行の手続において執行裁判所が債務名義作成裁

判所の訴訟記録中の債務名義を確認するものとし、申立てに債務名義の正本

の添付を要しないものとする方向で検討する。 

（注）債務名義作成裁判所の電磁的記録に強制執行を許さない旨の裁判の記録を関連付け

ることにより、執行裁判所がこれを確認した場合には強制執行を開始しない取扱いと

することについて、引き続き検討する。 

⑵ 単純執行文の要否 

前記⑴の仕組みを設けることを検討するに際し、債務名義が裁判所におい

て電磁的記録によって作成されたものについて、単純執行文の制度を廃止す
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ることの是非も含め、引き続き検討する。 

（注）債務名義が裁判所において電磁的記録によって作成されたものの執行文の付与を担

当する機関を執行を申し立てようとする裁判所の裁判所書記官とすること等について、

本文⑶と併せて、引き続き検討する。 

⑶ 執行文の付与の方法 

債務名義が裁判所において電磁的記録によって作成されたものである場

合には、原則として、執行文の付与は、債務名義の電磁的記録に関連付けた

記録をすることによってするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

１ 債務名義の正本添付（本文⑴及び（注）） 

⑴ 債務名義の正本添付（本文⑴） 

本研究会において、本文⑴の記載については、国民の利便性の向上等の観点から賛

成の意見が多く出された。 

なお、裁判所が作成する債務名義のうち、民事訴訟の判決書や和解調書は、民事訴

訟法改正により電磁的記録として作成されることとなり、本文の記載はこれらを念

頭に置いている（法改正前に作成された判決書や、裁判所以外の機関が作成するもの

については、この規律の対象とはしていない。）。 

この点に関連して、裁判所以外の機関が作成した債務名義についても本文⑴と同

様の取扱いをできるようにすることなどを含め、裁判所と他機関の情報連携につい

ても、将来の課題として検討すべきであるとの意見が出された。 

⑵ 強制執行の停止（強制執行を開始しない場合）に関する規律（（注）） 

また、現行法令上、強制執行の停止は、所定の文書が執行裁判所に提出された時に

なされるものとされているが（民事執行法第３９条第１項）、本研究会においては、

上記のように民事訴訟の判決書等の債務名義が電磁的記録として作成されることと

なることを念頭に、債務名義作成裁判所の電磁的記録に強制執行を許さない旨の裁

判の記録を関連付けることにより、執行裁判所がこれを確認した場合には強制執行

を開始しない取扱いとすることも検討された。 
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もっとも、これを可能とするシステム整備が可能かという問題があるほか、債務名

義それ自体及び強制執行の停止を認めるべき文書に電磁的記録と書面とが混在して

いる状況が想定される中で、これらが電磁的記録である場合と書面である場合とで

執行停止の時期を実質的に違えるものとすることに問題はないか等の意見もあり、

引き続き検討する必要があると思われる。 

 

２ 単純執行文の廃止等（本文⑵及び（注）） 

⑴ 本研究会における議論状況等 

本研究会においては、現行法令上、執行文付与と執行を別々の裁判所に申し立てる

必要があることに重複感があるとの観点から、単純執行文（民事執行法第２６条）の

付与が必要であるのかとの指摘があった。また、同様の観点から、債務名義作成裁判

所の裁判所書記官とされている執行文付与機関を執行を申し立てようとする裁判所

（執行裁判所）の裁判所書記官とすること等についても提案があった。 

⑵ 単純執行文の廃止の是非（本文⑵） 

執行文には、単純執行文（民事執行法第２６条）、条件成就執行文、承継執行文等

の特殊執行文があるほか（同法第２７条）、執行文の再度付与がある（同法第２８条）。 

執行文とは、元来、強制執行の要件の調査を執行機関と他の機関とが分担するため

の技術であり、そこで執行文の付与機関に求められるのは、強制執行の実体的要件

（単純執行文については、有効な債務名義の存在と債務名義に表示された当事者が

申立人及び相手方と一致すること）の存在を調査し、その存在を公証して執行機関に

対して伝達することであるとされる。そうすると、執行裁判所が債務名義作成裁判所

の電磁的記録にアクセスすることを可能とした場合には、新たな事実認定が必要と

なる要件判断を必要としない単純執行文については、その付与の申立てを執行の申

立てと別々にすることの意義はないという考え方もあり得る。 

この考え方をとり、単純執行文を廃止する場合には、少なくとも特殊執行文や執行

文の再度付与を要しないときは、必然的に執行の申立てと執行文付与の要件の判断

を執行裁判所が一元的にすることになるから、後記⑶イのような問題について更に

検討する必要がある。 



11 
 

⑶ 執行文の付与機関（執行の要件の判断機関）（（注）） 

ア 本研究会においては、執行文付与機関を執行裁判所の裁判所書記官とする提案に

対し、執行文付与には債務名義が有効か否かやその執行力の主観的範囲、さらに、

条件成就執行文や債務者不特定執行文、再度の執行文付与の場合については、それ

ぞれの要件の有無についての判断が必要であり、債務名義作成裁判所の裁判所書記

官がこれを行うべきであるとの意見も出された。 

現行法令上、執行文付与機関が債務名義作成裁判所の裁判所書記官とされてい

る主な理由が、上記各執行文付与の要件判断のため事件記録等の調査資料を容易

に確認できる機関であることと考えるのであれば、執行裁判所の裁判所書記官が

債務名義作成裁判所の電磁的記録として存在する事件記録を確認できるので、執

行裁判所の裁判所書記官がその執行文の付与の是非の判断をすることとすること

も考えられる。 

イ 他方で、そうした場合には、執行裁判所が執行の対象によって異なり得ることの

問題（例えば、不動産執行では不動産所在地を管轄する地方裁判所（民事執行法第

４４条）、債権執行では債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所、それ

がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所（同法第１４４

条）とされている。したがって、同一の債務名義について、異なる裁判所書記官が

同時に執行文付与の判断をすることがあり得ることになり、執行文の再度付与（同

法第２８条）に当たるかの判断をいずれの裁判所書記官が行うかなどの問題につい

て検討する必要がある。）及び執行文付与の訴えの管轄裁判所（同法第３３条第２

項）との整合性の問題に加え、前記のように裁判所が作成する債務名義にも電磁的

記録と書面とが混在し、記録の電子化の状況も手続により異なる中で、債務名義（及

びその作成手続の記録）が電子化されているか否かにより執行力を判断する機関が

区別されることが相当かという点も検討が必要と思われる。 

ウ いずれにしても、この問題は、執行文の付与の判断につき、一元的に債務名義作

成裁判所が判断をするのか、それとも、執行機関が個別に判断をするのかを踏ま

えて、引き続き検討する必要がある。 

なお、前記のとおり、「執行文」という制度は、元来、強制執行の要件の調査を



12 
 

執行機関と他の機関とが分担するための技術であり、執行機関（執行機関の裁判

所書記官）が執行文付与の是非の判断をするのであれば、そもそも、執行文とい

う制度を存置する必要があるのかも問題となる（本文⑵でとりあげている単純執

行文の廃止についてはこの観点からも検討するものであるが、他の執行文の付与

機関を執行機関（執行機関の裁判所書記官）とすると、同様の問題がある。）。 

 

３ 執行文の付与（本文⑶） 

本研究会において、本文⑶の記載については、概ね異論がなかった。 

 

３ 事件記録の電子化 

事件記録は基本的に電子化をする方向で検討する。 

併せて、事件の特性等を踏まえ、電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の

事件については電子化をしないとの考えにつき、引き続き検討する。 

事件記録の電子化を検討するに際しては、①書面で提出された申立書等を裁

判所において常に電子化し、閲覧等を認めることと、②裁判書等を電磁的記録

により作成し、電子情報処理組織を利用した送達をすることや閲覧等を認める

こととを区別することについても、引き続き検討する。 

（注）電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の事件であっても、申立人が電子情報処理

組織を用いた申立てをしたケースでは、電子化をすることについても、引き続き検討

する。 

 

（説明） 

本研究会において、民事執行の事件記録について民事訴訟と同様に全面的に電子化す

ることに賛成する意見が多く出されたが、他方で、申立人が書面によって申立てをした債

権執行でいわゆる空振りに終わった事件などは係属中や終了後にインターネットを利用

して記録にアクセスするニーズは乏しいのではないかなどの意見も出された。 

民事訴訟における議論では、訴訟記録を電子化することのメリットとして、①インター

ネットを用いて訴訟記録にアクセスすることが可能となれば、当事者が訴訟記録を持ち
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運ばなくても済むようになること、②電子化された訴訟記録を用いて、迅速かつ効率的な

争点等の整理を行うことが可能になる（例えば、当事者が、争点整理案などを同時に見て、

議論をしながら即座に修正をしていくということが可能になる。）こと、③裁判所におけ

る訴訟記録の管理や運搬が容易になること（物理的なスペースの削減に加え、移送や上訴

等により事件の係属裁判所が変更する場合に、訴訟記録の運搬のために必要としていた

時間や労力が大きく節減される。）があるなどといった指摘がされている。他方で、訴訟

記録を電子化することのデメリットとしては、書面での提出を許容する規律を採用する

場合には提出された書面を電子化する事務作業を行う必要があり、その事務に一定のコ

ストがかかることが指摘されている（『民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する中間

試案の補足説明』・１７頁）。これらのうち、メリットの①は上記意見にある例のような場

合には当てはまらないとも考え得るし、②はそもそも民事執行において当てはまる場面

は多くはないと思われるが、③は事件記録一般に当てはまるものである。 

また、本研究会においては、民事執行には民事訴訟とは異なる面があることを前提に、

民事執行独自の視点から、事件記録の電子化を検討すべきであるとの意見があり、例え

ば、申立て等をフォーム入力等の方法により可能とすることや、データ化して統計的処理

をすることも考えられることなどから、事件記録を電子化して管理するメリットが大き

いとする意見も出された。以上を踏まえ、事件の特性等を踏まえつつ、事件記録を電子化

するデメリットをも勘案して、例外的に電子化しない場合を設けるのかについて検討す

ることが考えられる。 

また、事件記録の電子化といっても、①書面で提出された申立書等を裁判所において常

に電子化し、閲覧等を認めることと、②裁判書等を電磁的記録により作成し、インターネ

ットを利用して閲覧等を認めることとは区別し得る問題であるように思われる。そのた

め、事件記録の電子化については、この問題も併せて検討することが考えられる。 

 

４ 期日等 

⑴ 口頭弁論及び審尋の期日 

ア 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、ウェブ会議等

によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるものとする方



14 
 

向で検討する。 

イ 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議等に

よって、審尋の期日における手続を行うことができるものとすることにつ

いて、民事訴訟における議論を踏まえ、引き続き検討する。 

⑵ 売却及び配当 

ア 裁判所は、相当と認めるときは、ウェブ会議等によって売却決定期日及

び配当期日における手続を行うことができるものとする方向で検討する。 

イ 売却及び配当について、期日を設けることなく、意見や異議を述べるこ

とができる一定の期間を設定する方法で実施することができる旨の規律を

設けることについて、引き続き検討する。 

（注１）ウェブ会議等によることを決定する際に、債権者の意見を聴くことの要否等及

びその具体的な手続についても、引き続き検討する。 

（注２）開札期日についてもア及びイと同様の規律とすることについて、引き続き検討

する。 

⑶ 財産開示期日 

裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、債権者の意見を聴いて、

債務者がウェブ会議等によって財産開示期日における手続に関与することが

できるものとすることについて、引き続き検討する。 

（注）一定の要件の下で、債権者がウェブ会議等によって財産開示期日における手続に関

与することができるものとすることについても、引き続き検討する。 

 

（説明） 

１ 口頭弁論及び審尋の期日（本文⑴） 

執行裁判所のする裁判について、口頭弁論を開くかどうかは、執行裁判所の裁量に委

ねられている（民事執行法第４条）が、民事訴訟のＩＴ化の議論において検討されてい

るウェブ会議等による口頭弁論を執行手続においても可能とすること（民事訴訟と異

なる規律を設けないものとすること）が考えられる。 
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また、民事執行手続における審尋は、審理における当事者による陳述の機会としての

性質のものと、証拠調べの一種としての性質を有するものがあると考えられ、審尋期日

における審尋については、それぞれについての民事訴訟における議論を踏まえて検討

することが考えられる。民事訴訟のＩＴ化については、中間試案では、審尋の期日にお

いて審尋をする場合において、当該期日における手続を電話会議等により可能とする

案が示されているが、現在の部会では、争点整理としての審尋（民事訴訟法第８７条第

２項）を電話会議で可能とすることに概ね異論はないが、簡易の証拠調べとして行われ

る参考人等の審尋（同法第１８７条）についてはウェブ会議等のみ用いることができる

こととすべきとの意見も出されている。 

 

２ 売却及び配当等（本文⑵、（注１）及び（注２）） 

⑴ ウェブ会議等による期日の実施（本文⑵ア・（注１）） 

本研究会において、売却決定期日及び配当期日について、ウェブ会議等を用いるこ

とができることとすることについて、概ね異論はなかった。 

もっとも、配当期日など多数の債権者が存在する場合にウェブ会議等によること

を決定する際に債権者の意見を聴くことが適当かという問題提起があったほか、債

権者の意見を聴く必要はないのではないかとの意見もあり、債権者の意見を聴くこ

との要否等及びその具体的な手続について引き続き検討することが考えられる。 

なお、後記のとおり、売却及び配当については、そもそも期日による方法を制度と

して残す必要はないとの意見もあった。 

⑵ 期日を設けないで売却及び配当を実施することができる規律を設けること（本文

⑵イ） 

本研究会において、売却及び配当については、期日を必要とせずに意見や異議を述

べることができる一定の期間を設定する規律を設けることが提案され、この点につ

いて、賛成する意見が多かったため、引き続き検討する必要がある。 

なお、期日による方法（本文⑵アの期日を含む。）と本文⑵イの方法の関係につい

ては、期日による方法と本文⑵イの方法のいずれによるかを裁判所が選択できるとする

ことが考えられる。なお、売却及び配当については、そもそも期日による方法を制度
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として残す必要はないとの意見もあった。 

⑶ 開札期日（本文⑵の（注２）） 

開札期日についても本文⑵ア及びイと同様の規律とすることについて、引き続き

検討することが考えられるとの意見があった。 

 

３ 財産開示期日（本文⑶及び（注）） 

財産開示期日について、債務者（開示義務者）がウェブ会議等により手続に関与する

ことに関しては、財産開示制度は、債務者が出頭して裁判所等の面前で期日における

手続を実施する（民事執行法第１９９条第１項参照）ことに意味があるものの、裁判所

がウェブ会議等で実施することにつきやむを得ない事由があると認めた場合には、債

権者の意見を聴いた上でウェブ会議等の方法によることが許容できる旨の意見が出さ

れた。 

なお、現行法上、同手続においては、開示義務者には出頭した上での陳述や宣誓が義

務付けられ、正当な理由なく出頭等を拒んだ場合の制裁も規定されており（民事執行

法第１９９条第１項及び第７項、第２１３条第１項第５号）、これらの規定との関係も

検討する必要がある。例えば、裁判所が開示義務者に対しウェブ会議等による出頭を

認めなかった場合に、ウェブ会議等を希望していた開示義務者が現実の出頭をしない

と「正当な理由」なく出頭等を拒んだことになることでよいか等について、整理してお

くことが考えられる。 

また、財産開示期日において、債権者（申立人）は、期日に出頭し、執行裁判所の許

可を得て債務者に対し質問を発することができるとされているところ（民事執行法第

１９９条第４項）、債権者の手続関与についても、ウェブ会議等の利用を認めるべきで

あるとの意見があり、その要件等についても、（注）のとおり、引き続き検討すること

が考えられる。 

 

５ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 
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（説明） 

民事訴訟のＩＴ化において、証拠調べ手続については、電磁的記録であって情報を表す

ために作成されたものの証拠調べについて書証に準ずる規律を設けること、ウェブ会議

等を利用した証人尋問の要件を緩和すること、ウェブ会議等を利用した鑑定人意見陳述

の要件を緩和するものとすることなどが議論されている。 

民事執行法第２０条は民事訴訟法を包括準用しており、民事執行手続のＩＴ化後にお

いても民事訴訟の規律と異なる規律とすべき理由はないものと考えられる。 

 

６ 裁判書等 

裁判書等は電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、基本的に、当事者等から提出された書面を裁判所で電子化すること

を念頭に置いた事件記録の電子化を全面的に進める議論を前提とした場合、裁判書等は

電磁的記録により作成するものとすることについては異論がなかった。 

他方、例えば、書面で提出された申立書等を裁判所において常に電子化しない事件類型

を設ける場合には、その事件においては、裁判書等も書面により作成することが考えられ

るが、この点については、事件記録を電子化しない事件についても、裁判書等は電磁的記

録で作成すべきであるとの意見もあった。 

 

７ 記録の閲覧 

裁判所外（の端末）における記録の閲覧について、利害関係を有する者は、

裁判所書記官に対し、電子情報処理組織を用いてする裁判所外における事件記

録の閲覧等を請求することができるものとする方向で検討する。 

（注）本文の規律に加えて、申立債権者及び債務者は、当該事件については、事件の係属中、

いつでも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて、裁判所

外における事件記録の閲覧等をすることができるものとする規律を設けることについて、
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引き続き検討する。併せて、いったん利害関係を有する者として許可を得た者について

も、同様に扱うことについても引き続き検討する。 

 

（説明） 

１ 裁判所外における記録の閲覧（本文） 

本研究会において、本文記載のとおり、民事執行事件において一定の者は裁判所書

記官の許可を得て裁判所外の端末から閲覧等をすることができる旨の規律を設けるべ

きことに異論はなかった（なお、この議論は、事件記録の電子化を前提としたものであ

る。）。 

 

２ 申立債権者及び債務者等の閲覧（注） 

⑴ 本研究会においては、申立債権者及び債務者は、定型的に利害関係人として閲覧

等ができる者に当たると考えられることから、これらの者は事件の係属中、いつで

も、電子情報処理組織を用いて、裁判所外における事件記録の閲覧等をすることが

できるものとする規律を設けることについても議論がされ、賛成する意見があった。 

⑵ また、本研究会においては、申立債権者以外の債権者の扱いについても検討がさ

れた。債権者は一般的に利害関係人に該当するものの、当該事件の債務者に対し債

権を有する旨を主張する者について、裁判所が、どの時点でどのようにその債権を

認定してその者に閲覧等を認めるのかが問題となり、配当要求資格（民事執行法第

５１条第１項）を有する者や担保権者であったとしても直ちに利害関係人と認める

ことができず、債権者であることを理由に、いつでも閲覧等をすることができる旨

の規定を置くことは難しいのではないかとの意見があった。 

さらに、申立債権者以外の債権者に関し、いったん利害関係を有する者として閲

覧等を認められた者に限りその後はいつでも閲覧等を認めるものとすることも考え

られるが、これに対しても、利害関係の有無は時点や場面によって異なるものであ

るとして反対する意見もあった。 

⑶ 以上を踏まえ、民事執行において、いつでも閲覧等を可能とする規律を設けるか

どうか、また、設ける場合には、いったん利害関係を有する者として許可を得た者
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はいつでも閲覧等を可能とする規定を置くかについて、引き続き検討することが考

えられる。 

 

８ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 

⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

１ システム送達（本文⑴） 

民事訴訟において議論されているシステム送達の基本的枠組みは、①受送達者がシ

ステム送達を受ける旨の届出（電子メールアドレス等の電気通信の利用者を識別する

符号の届出）をした場合に、②裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録を受送達者にお

いて閲覧及び保存（ダウンロード）が可能な領域に置いた上で、受送達者の電子メール

アドレス等に宛ててその旨を通知する方法により、③送達の効力は、受送達者におい

て当該電磁的記録を閲覧又は保存（又は上記②の通知から一定の期間を経過）した時

に生じることとする、というものである。 

民事執行手続においては、申立債権者に対する送達のほか、債務者に対する特殊執

行文等及び開始決定等の送達（民事執行法第２９条、第４５条第２項・第４６条第１

項、第９３条第３項）、第三債務者に対する差押命令の送達（同法第１４５条第３項・

第５項等）、配当要求があった旨を記載した文書の送達（同法第１５４条第２項）、強制

管理の給付義務者に対する送達（同法第９３条第３項・第４項（開始決定）等）、転付

命令の送達（同法第１５９条第２項）等がある。 

システム送達の導入自体には、これに反対する意見は特段なかった。 

もっとも、本研究会においては、現在の民事訴訟における議論を前提とすると、例え

ば、債務者に対する開始決定等の送達については、これをどのように用いるのか検討
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すべき課題があるとの指摘があった。すなわち、上記民事訴訟における議論を前提に

すると、債務者が開始決定等の送達を受ける前に上記①のような届出をどのようにす

るのか、そもそも想定することができるのかや、仮に債務者において閲覧や保存をし

なかった場合があり得るとすると、通知から一定の期間を経過しなければ送達の効力

が発生しないとすることになるが、それによりシステム送達を用いることにつき支障

が生じないのかなどが問題となる。 

また、第三債務者（給付義務者）に対する送達についても、システム送達の規律を導

入するとしても、運用上、送達を受ける前に上記①のような届出をどのようにするの

かといった指摘のほか、送達の効力発生時が差押の効力発生時となることから、上記

民事訴訟における議論を前提にすると、受送達者による閲覧又は保存という行為によ

り効力発生時が左右されることを問題点として指摘する意見もあった（転付命令の送

達についても同様の問題がある（同法第１５９条第３項参照）。）。もっとも、債権の差

押えについては、金融機関等、多数の事件において第三債務者となり同種の送達を受

ける者も想定されるところ、こうした者については、システム送達を利用するニーズ

はあるとの意見があり、この点に関しては、金融機関等からニーズの実情を踏まえた

意見を実際に聴取した上で、引き続き検討すべきであるとの指摘もあった。また、送達

をする際には債権者の意向を確認すべきであるとの意見も出された。 

そうすると、民事執行においては、システム送達に関する規律を置くこととした上

で、運用上、具体的に第三債務者（及び債務者）によるシステム送達を受ける旨の届出

をどのような方法ですることとするか、債権者の意向を確認した上で裁判所書記官が

送達の方法を判断することなどについて、引き続き検討することが考えられる。 

 

２ システムを利用した公示送達（本文⑵） 

民事訴訟において公示送達について電磁的方法を用いる規律の導入が検討されてい

ることを踏まえ、民事執行手続においても同様の規律とすることが考えられる。 

 

９ 公告 

公告に係る裁判所の掲示場等への掲示を電磁的方法によるものとする方向
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で検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、公告に係る裁判所の掲示場等への掲示を電磁的方法によることと

することについては、賛成する意見が多かった。 

 

１０ 執行官に直接申し立てる執行手続のＩＴ化 

執行官に直接申し立てる執行手続を裁判所に申し立てる執行手続と同様に

ＩＴ化することを前提に、裁判所に申し立てる執行手続と異なる取扱いをすべ

き事項について、引き続き検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、執行官に直接申し立てる執行手続についても、申立人等の執行官に

対する申立て等につきＩＴ化するとしても、裁判所に申し立てる執行手続のＩＴ化と異

なる取扱いをすべきとする意見があったため、今後、引き続き検討することが考えられ

る。 

 

第２ 民事保全 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、民事保全においても原則として電子情報処理組織を用いて申立て等を

しなければならないものとする方向で検討する。 

（注）本文記載の者が例外として書面により申立て等をすることができることについて、

民事訴訟と異なる規律を設けるかどうかにつき、引き続き検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、民事訴訟においてインターネット申立て等を義務付けられる者に

ついては、民事保全においても原則として同様とすることにつき、賛成する意見があった
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（もっとも、事件記録を電子化しない類型の事件を認める場合には、前記第１の１同様、

別途検討の余地があると考えられる。）。 

ただし、民事訴訟のＩＴ化における議論では、インターネット申立て等が義務付けられ

ている者がシステム障害等の帰責性のない事由によりこれをできない場合について、書

面等を提出する方法で申立て等をすることができるものとする規律が提案され、議論が

続いているところ、本研究会においては、民事保全手続においては、迅速性及び密行性の

観点から、民事訴訟と比較しても、インターネットを用いて申立てをすることができない

場合の例外を設ける必要性がより高いとの指摘もあり、民事訴訟における議論を踏まえ

た上で、民事保全において異なる規律を設けるかどうかについて、引き続き検討すること

が考えられる。 

 

２ 事件記録の電子化 

事件記録は基本的に電子化をする方向で検討する。 

併せて、事件の特性等を踏まえ、電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の

事件については電子化をしないとの考えにつき、引き続き検討する。 

事件記録の電子化を検討するに際しては、①書面で提出された申立書等を裁

判所において常に電子化し、閲覧等を認めることと、②裁判書等を電磁的記録

により作成し、電子情報処理組織を利用した送達をすることや閲覧等を認める

こととを区別することについても、引き続き検討する。 

（注）電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の事件であっても、申立人が電子情報処理

組織を用いた申立てをしたケースでは、電子化をすることについても、引き続き検討

する。 

 

（説明） 

本研究会において、民事保全事件のうち、二当事者対立構造であるといえる仮の地位を

定める仮処分（民事保全法第２３条第２項）については、記録を電子化するメリット（前

記第１の３（説明））の①及び③が当てはまるといえ、民事訴訟と同様に電子化すること

について、概ね異論はなかった。 
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他方、債務者が関与することなく発令までの手続がされる仮差押え（民事保全法第２０

条）及び係争物に関する仮処分（同法第２３条第１項）については、インターネットを利

用して記録にアクセスするニーズは乏しいのではないかとの意見が出された。これに対

し、これらの事件であっても保全異議（同法第２６条）では双方対席の下、訴訟と実質的

には同様の審理がされ、その手続においても記録が用いられるところ、実際に保全異議の

申立てがなされる事件は多くはないとしても、申立てをするかどうかを検討するために

は債務者は記録にアクセスする必要があり、電子化のメリットがあるとの意見もあった。 

以上を踏まえ、電子化しない場合を設けるのかについて検討することが考えられる。な

お、電子化につき、書面で提出された申立書等の電子化と、裁判書等の電子化を区別する

ことも考えられる（前記第１の３参照）。 

また、この点に関連して、供託等に関する裁判所と他機関との情報連携についても、将

来の課題として検討すべきであるとの意見が出された。 

 

３ 期日 

⑴ 口頭弁論の期日 

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、ウェブ会議等に

よって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるものとする方向で

検討する。 

⑵ 審尋の期日 

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則

で定めるところにより、電話会議等によって、審尋の期日における手続を行

うことができるとすることにつき、引き続き検討する。 

（注）仮の地位を定める仮処分命令については、裁判所は、相当と認めるときは、当事者

の意見を聴いて、ウェブ会議等によって審尋の期日における手続を行うことができる

（電話会議による方法は認めない）こととすることについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

本文⑴について、民事保全の手続に関する裁判について、口頭弁論を開くかどうかにつ
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いては裁判所の裁量に委ねられているところ（民事保全法第３条）、民事訴訟のＩＴ化の

議論において検討されているウェブ会議等による口頭弁論を民事保全の手続においても

可能とすること（民事訴訟と異なる規律を設けないものとすること）が考えられる。 

本文⑵について、本研究会においては、電話会議による審尋期日を可能とすることに賛

成する意見があったが、（注）に記載したとおり、特に仮の地位を定める仮処分命令につ

いて、債務者が立ち会うことができる審尋の期日が必要的とされていること（民事保全法

第２３条第４項）を踏まえ、ウェブ会議等（映像と音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法）のみ認めることとすべきとの意見もあっ

た。この点については、民事訴訟のＩＴ化における審尋期日に関する議論（前記第１の４）

も踏まえ、引き続き検討することが考えられる。 

 

４ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

民事訴訟のＩＴ化における証拠調べ手続に関する規律の検討状況については、前記第

１の５参照。 

なお、民事訴訟の規律と同様の規律とするとしても、現行法においても、証拠に関する

規律については、民事保全事件における疎明の即時性（民事保全法第１３条第２項、民事

訴訟法第１８８条）に反するもの（民事訴訟法第１８４条、第１８５条等）は準用されな

いと解されており、このことは民事保全手続のＩＴ化後においても同様とすべきと解さ

れる。 

 

５ 裁判書等 

裁判書等は電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 
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前記第１の６参照 

 

６ 記録の閲覧 

裁判所外（の端末）における記録の閲覧について、利害関係を有する者は、

裁判所書記官に対し、電子情報処理組織を用いてする裁判所外における事件記

録の閲覧等を請求することができるもの（ただし、債権者以外の者にあっては、

保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指

定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。）とする方向で検討する。 

（注）本文の規律に加えて、保全債権者及び債務者は、事件の係属中、いつでも、最高裁判

所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて、裁判所外における事件記録

の閲覧等をすることができるものとする規律を設けることについて、引き続き検討する。

併せて、いったん利害関係を有する者として許可を得た者についても、同様に扱うこと

についても引き続き検討する。 

 

（説明） 

本研究会においては、本文記載の規律を前提に、定型的に利害関係が認められる者に

ついては裁判所外の端末からいつでも閲覧等をすることができることとしてよいのでは

ないかとの意見があり、（注）の記載は、この点に関するものである。 

なお、民事執行と同様に本文と（注）を記載しているが、民事保全においては、保全債

権者（申立債権者）以外の債権者が手続に登場する場面は第三者異議の訴え（民事保全

法第４６条、民事執行法第３８条）等しか想定できず、限定的であり、保全債権者と債務

者に裁判所外からの閲覧等を認めることで問題はないとも考えられる。 

 

７ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 
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⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、民事保全においてシステム送達の規律を導入するものとすること

や、民事訴訟のＩＴ化後の公示送達と同様の規律を置くことにつき、特段の異論はなかっ

た。なお、前記第１の８参照。 

 

第３ 破産 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、破産事件においても電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければ

ならないものとする方向で検討する。 

（注１）本文に加え、破産管財人が破産手続の中で裁判所に申立てや財産目録等の書面の

提出等をする場合に、それを法律上電子情報処理組織によらなければならないものと

することについて、引き続き検討する。 

（注２）破産債権の届出を電子情報処理組織を用いてしなければならないものとすること、

破産裁判所が許可した場合にはその提出の相手方を破産管財人とする規律を設けるこ

とについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

民事訴訟のＩＴ化の検討におけるインターネット申立て等の義務化の範囲についての

議論状況は前記第１の１を参照。 

また、本研究会における議論を踏まえ、（注１）及び（注２）に記載の事項については、

破産事件において特に検討を要する事項として、引き続き検討することが考えられる。 

 

１ 破産管財人による申立てや書面等の提出等（注１） 

破産手続においては、破産管財人が裁判所に申立てや財産目録等の書面の提出等を
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する場面がある。具体的には、破産財団に属する財産の管理処分に関する許可申立て

（破産法第７８条第２項）、財産目録等（同法第１５３条第２項）、報告書（同法第１５

７条、第１５８条）及び任務終了時の計算報告書（同法第８８条第１項）の提出、否認

請求（同法第１７３条第１項）や役員の責任査定申立て（同法第１７８条第１項）、報

酬付与申立て（同法第８７条第１項）等、多岐にわたる。 

この問題については、破産管財人の地位をどのように考えるのかという点や、実際

には、法律専門職が破産管財人となるケースが多いという点も踏まえて検討する必要

があるように思われる。 

本研究会においては、破産手続の中で、破産管財人が、裁判所に対し、申立てや財産

目録等を提出する際には、基本的に、電子情報処理組織による方法ですることとなる

し、そうすべきであるとの方向性については賛成する意見が多かった。もっとも、それ

を法律上義務付けることとするのかどうかについては、こうした者が裁判所に書面等

を提出するという場面で、インターネットによることを法律上義務付ける法制をとる

までの必要はなく、裁判所内部の問題と同様に、適宜の運用に委ねることで足りると

も考えられる。 

いずれにしても、民事訴訟における議論を踏まえ、引き続き検討することが考えら

れる。 

 

２ 債権届出（注２） 

本研究会においては、債権届出のインターネットによる提出について検討がされた。

債権届出をインターネットによりすることを可能とすることには、賛成する意見が多数

であった。債権届出は裁判所に対する「申立て等」に該当すると解すると、本文の記載

のとおりの規律を設ければ、民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をし

なければならない者は、債権届出をインターネットによってしなければならないことと

なる。もっとも、本研究会においては、多数の破産債権者が関与するなどといった破産

手続の特性も踏まえ、全面的に義務付けることが望ましいとの意見が出された。そのほ

か、本研究会においては、インターネットによる方法をとる場合には、フォーム入力等

の電子データとして活用しやすい提出方法とすべきとの意見もあった。 
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さらに、本研究会においては、実務的な必要性からすれば、現行法では裁判所に債権

届出をすることとされているが、破産管財人に対する債権届出を認めることが必要な場

合があり、現在も、事実上、破産管財人に対し債権届出を提出する運用としている庁も

あるが弊害や支障は生じていないとする意見が出され、破産管財人を一種の裁判所の機

関として捉えれば、裁判所が許可した場合にはこれを認める規律とすることもあり得る

との意見もあった。そのため、破産裁判所が債権届出の相手方を破産管財人とすること

を許可した場合には、例外的にこれを認める規律を設けることにつき引き続き検討する

ことが考えられる。なお、これに関連して、外国に居住する債権者が破産管財人との間

でメールのやりとりにより連絡を取り合うなどしている事例があることを挙げ、破産管

財人に対する債権届出については柔軟な方式による余地を認めることが望ましいとの

意見も出された。また、この点に関しては、債権届出による破産手続参加が時効の完成

猶予事由とされ、その債権が確定すると時効が更新されるという法的効果（民法第１４

７条）との関係で、裁判所に対する届出は必要ないかなどの点も考慮する必要があると

も考えられる。 

 

２ 事件記録の電子化 

事件記録は基本的に電子化する方向で検討する。 

併せて、事件の特性等を踏まえ、電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の

事件については電子化をしないとの考え方につき、引き続き検討する。 

事件記録の電子化を検討するに際しては、①書面で提出された申立書等を裁

判所において常に電子化し、閲覧等を認めることと、②裁判書等を電磁的記録

により作成し、電子情報処理組織を利用した送達をすることや閲覧等を認める

こととを区別することについても、引き続き検討する。 

（注）電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の事件であっても、申立人が電子情報処理

組織を用いた申立てをしたケースでは、電子化をすることについても、引き続き検討

する。 

 

（説明） 
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民事訴訟における記録の電子化の議論（前記第１の３参照）を踏まえ、本研究会にお

いて、当事者や破産管財人、その他利害関係を有する者が事件記録を裁判所外の端末か

ら閲覧等するニーズ（前記事件記録の電子化のメリットの①）等の観点に加え、破産事

件の特性を踏まえた観点からも、破産事件の記録につき電子化すべきものとする範囲に

ついて議論がなされた。 

手続が積み重ねられることなく申立人以外の第三者が記録の閲覧等をするニーズが大

きくない事案では書面による申立て等があるときには例外的に紙媒体のまま事件記録と

することも考えられるとの意見も出されたが、個人破産であっても個人が裁判所に赴い

て申立てをすることが多いと思われるので裁判所の窓口で電子的な申立てを促すことが

考えられることから全件電子化が相当である、また、同時廃止事件であっても、免責手

続において破産債権者が記録を閲覧等するニーズはあり、電子化のメリットが当てはま

らない事件類型とはいえないとして、全件電子化すべきであるとの意見もあった。また、

申立て等をフォーム入力等の方法により可能とすることや、データ化による統計的処理

が必要であり、有用である破産事件等においては、事件記録を電子化して管理するメリ

ットが大きいと考えられるとの意見もあった。 

以上を踏まえ、例外的に電子化しない場合を設けるのかについて検討することが考え

られる。なお、前記第１の３同様、電子化につき、書面で提出された申立書等の電子化

と、裁判書等の電子化を区別することも考えられる。 

また、この点に関連して、登記等に関する裁判所と他機関との情報連携についても、将

来の課題として検討すべきであるとの意見が出された。 

 

３ 期日 

⑴ 口頭弁論の期日 

裁判所は、相当と認めるときは、【当事者】の意見を聴いて、ウェブ会議等

によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるものとする方向

で検討する。 

⑵ 審尋の期日 

裁判所は、相当と認めるときは、一定の者の意見を聴いて、電話会議等に
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よって、審尋の期日における手続を行うことができるものとすることについ

て、民事訴訟における議論を踏まえ、引き続き検討する。 

⑶ 一般調査期日、特別調査期日及び債権者集会の期日 

裁判所は、相当と認めるときは、一定の者の意見を聴いて、ウェブ会議等

によって一般調査期日、特別調査期日及び債権者集会の期日における手続を

行うことができるものとする方向で検討する。 

（注）⑵及び⑶の期日について、ウェブ会議等（電話会議等）の方法によって手続を行う

に当たって、意見を聴くべき者の範囲及び聴く場合の方法について、引き続き検討す

る。 

 

（説明） 

１ 口頭弁論（本文⑴） 

破産手続等に関する裁判において、口頭弁論を開くかどうかは裁判所の裁量に委ね

られており（破産法第８条第１項）、実務上、破産手続等に関する裁判につき口頭弁論

を開く例はほとんどないとされる。民事訴訟のＩＴ化の議論において検討されている

ウェブ会議等による口頭弁論を破産手続等においても可能とすることについては、本

研究会において賛成する意見が多かった。なお、この際の意見聴取の相手方は、基本的

には、口頭弁論に立会権を有する当事者（破産開始決定に関する手続においては、当事

者は、申立人及び開始決定を受ける破産者ではないかと思われる。）ではないかと思わ

れる。 

 

２ 審尋の期日（本文⑵及び（注）） 

審尋については、民事訴訟のＩＴ化における議論状況は、前記第１の４のとおりで

ある。破産手続及び免責手続における審尋は、審理における当事者による陳述の機会

としての性質のものと、証拠調べの一種としての性質を有するものがあると考えられ、

審尋期日における審尋については、それぞれについての民事訴訟における議論を踏ま

えて検討することが考えられる。なお、破産手続における審尋は、必要的な場合（破産

法第７５条第２項＜破産管財人の解任＞、第１２５条第４項＜破産債権査定＞、第１
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７４条第３項＜否認の請求＞、第１７９条第２項＜役員責任査定＞）も含め、法律上

は、方式に定めはなく書面によることも可能と解されている。 

また、いずれについても、ウェブ会議等（電話会議等）の方法により期日における手

続を実施することについて、一定の関係者の意見を聴くことを必要とする規律を設け

るかどうか、設けるとすればその意見を聴く者の範囲について、（注）のとおり検討す

ることが考えられる。意見を聴く者の範囲は、当該審尋の期日の性質によっても左右

され得ると思われるが、他方で、破産等の倒産手続においては、関係する者が多数であ

るため、その意見聴取の範囲を法律により定めると、円滑な手続の進行を図ることが

できないとして、裁判所が、ウェブ会議等（電話会議等）の方法により期日を実施する

ことを相当と認めるかどうかの判断に際し、必要に応じて一定の関係者の意向を確認

する運用とし、意見を聴取すべきことを法定する必要はないのではないかとの意見も

あった。以上を踏まえ、この点について、引き続き検討することが考えられる。 

 

３ 債権者集会等（本文⑶及び（注）） 

⑴ 本研究会において、債権者集会等については、ウェブ会議等で実施することについ

て手続の選択肢を広げることにつながるとして賛成する意見があった。他方、本来非

公開である手続が無断で録音・録画される危険性があること、本人確認について配慮

が必要であること、破産債権者の人数によっては円滑な議事進行が困難になるおそ

れもあることから将来の技術の進展を待って検討するのが相当であるとの意見も出

された。破産債権者が破産事件に関する情報を取得しやすくなるなど、ウェブ会議等

によって手続を行うことの有用性があると考えられることなどからすると、ウェブ

会議等による債権者集会等の規律を導入した上で、期日運営に困難な点があり得る

ことについては、個別の事案ごとの裁判所の相当性判断において考慮することが考

えられる。 

⑵ この点に関し、ウェブ会議等の方法で債権者集会等の期日を実施することとする

際には、破産者、破産管財人及び破産債権者の意見を聴くべきであるとする意見が出

された。 

もっとも、破産管財人は、現行法令上、破産手続開始決定時、財産状況報告集会及
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び債権調査の期日指定と同時に選任されるものとされているため（破産法第３１条

第１項）、初回の債権者集会等の期日については、期日指定に先立って意見を聴くこ

とはできない。これを踏まえ、仮に、破産管財人の意見を聴くとすれば、初回期日の

実施方法等についてどのように破産管財人の意見を反映するか、例えば、初回期日に

ついては、期日指定後に期日の実施方法等について破産管財人が意見を述べた場合

には、裁判所はこれを踏まえて期日の実施方法等を変更することができる旨の規律

を設けること（運用としては、破産管財人候補者にあらかじめ裁判所が意向を聴いて

おくことが考えられる。）などについて、引き続き検討することが考えられる。 

債権者については、いわゆる債権調査留保型の運用等をも念頭に置くと、どの時

点でどのような認定がされた者について、ここで意見を聴く対象としての「債権者」

とするのかを規定することが困難であり、期日の実施方法等について意見を聴くべ

き者とすることは相当でないとの意見があった。他方、何らかの方法で債権者の意見

を聴くことは必要であるとし、その方法として債権者委員会（破産法第１４４条）の

活用を提案する意見等もあった。 

以上に対し、現行法令上、債権者集会の開催はそもそも必要的なものではないこ

と（破産法第３１条第４項、第８９条）、債権者が多数の場合には意見聴取に著しい

困難を生じるおそれがあることなどからすると、期日の実施方法等を定めるに当た

り関係者の意見を聴くことを要件とする必要はないのではないかとの意見も出され

た。 

⑶ また、債権者集会の期日に債権者がウェブ会議等の方法で手続に関与することが

できることとする場合には、議決権を行使する方法（破産法第１３９条第２項第１

号）について、現在の実務上用いられている議決票に賛否を記入させて回収する方法

に代えて、例えば、裁判所のシステムを通じて電磁的記録として記録させる方法な

ど、どのような方法で議決権を行使することとするかを検討する必要がある。 

なお、議決権行使については、現行法令上、電磁的方法によることもできる旨の規

定があるが（破産規則第４６条第１項第２号）、債権者集会期日の方法に関する検討

等も踏まえ、より円滑な運用に向けた検討をすることが考えられる。 

⑷ 以上を踏まえ、債権者集会の期日や債権調査の期日について、ウェブ会議等によ
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って期日の手続を行うことができることとすることについて、引き続き検討するこ

とが考えられる。 

 

４ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

民事訴訟のＩＴ化における証拠調べ手続に関する議論については、前記第１の５参照。 

破産事件における証拠の規律については、現行法令上、民事訴訟の規律が準用されると

ころ（破産法第１３条が民事訴訟法を包括準用している。）、破産手続のＩＴ化において、

民事訴訟と異なる規律を設ける必要性について特段の意見は出ておらず、民事訴訟にお

いて検討されている証拠の規律と同様の規律とすることが考えられる。 

 

５ 裁判書等 

裁判書等は電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

前記第１の６参照。 

なお、本研究会において、例えば、破産管財人の行為についての裁判所の許可（破産法

第７８条第２項）について、電磁的記録となった場合に、その行為をするに際し破産管

財人が許可決定を各種機関等に提出する必要が生じる場合があることから、情報連携等

について検討するべきであるとの意見があった。 

 

６ 記録の閲覧 

裁判所外（の端末）における文書等の閲覧等について、次のような規律を設

けるものとすることについて、引き続き検討する（なお、閲覧等の時的制限の

規律（破産法第１１条第４項）及び支障部分の閲覧等の制限の規律（同法第１
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２条）を維持することを前提とする。）。 

⑴ 利害関係人は、裁判所書記官に対し、電子情報処理組織を用いてする裁判

所外における文書等の閲覧等を請求することができる。 

⑵ 破産者又は債務者、破産管財人、破産管財人代理、保全管理人、保全管理

人代理は、事件の係属中、いつでも、最高裁判所規則で定めるところにより、

電子情報処理組織を用いて、裁判所外における文書等の閲覧等をすることが

できる。 

（注）破産債権者は、事件の係属中、いつでも、最高裁判所規則で定めるところにより、

電子情報処理組織を用いて、裁判所外における文書等の閲覧等をすることができるも

のとすることについても、引き続き検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、本文⑴記載の内容については、賛成する意見が多かった。 

本文⑵の記載について、破産管財人、破産管財人代理、保全管理人及び保全管理人代理

については、事件の係属中、いつでも、裁判所外の端末から閲覧等をすることができるこ

ととすることにつき、本研究会においては、賛成する意見が多かった。 

他方、債権者については、基本的に利害関係人に該当するとしても、債権者であるかど

うかをどのように判定するのかが問題となるため、破産者等と同じように扱うことはで

きない、特に、同時廃止事件では債権者一覧表に債権者として記載された者につき破産債

権の確定の手続を経ることがないため、債権者については、いつでも閲覧等を可能とすべ

きではなく、利害関係を有するかどうかにつき裁判所書記官の判断を経るものとすべき

であるとの意見があった。破産事件については、プライバシー保護の観点から、いつでも

閲覧等を認めることについては慎重であるべきとの指摘もなされた。 

また、裁判所外の端末からいつでも閲覧等ができる旨の規律を設ける場合に、どの範囲

の記録ごとに対象者を規定するか、という問題がある。破産手続においては、関連事件と

して否認請求や役員の責任査定、破産債権の査定等が存在し、それらが破産事件とは別の

事件として立件されるか、記録が別で保管されているかなどは裁判所の運用によってい

る（なお、本研究会において、現在の実務では、否認請求や役員の責任査定は雑事件とし
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て立件されているが、破産債権の査定は破産事件と別に立件はされていないなどの実情

が紹介された。）。本研究会においては、否認請求や役員の責任査定のような対立当事者が

存在する事件で、現在の実務上、破産事件と別事件として立件されているものについて、

システム上、上記のような破産事件の関連事件の当事者にいつでも閲覧等を認めるよう

な設定が可能となるのであれば、対立当事者は民事訴訟の当事者と同様、本文⑵記載の規

律の対象に含めてよいとの意見もあったが、対立当事者については利害関係人として閲

覧請求等によることでよいとの意見も出された。仮に、本文⑵記載の規律の対象に含まれ

ないとすると、対立当事者等は、記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を

明らかにして記録の閲覧等の請求をし（破産規則第１２条、民事訴訟規則第３３条の２第

２項）、その部分ごとに裁判所書記官が利害関係の有無を判断することになると考えられ

る。 

以上を踏まえ、債権者の取扱いについても検討することが考えられる。 

 

７ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検討

する。 

⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、破産手続において民事訴訟と同様にシステム送達の規律を導入す

ることについては賛成する意見が多かった。 

また、管財業務の効率化等の観点から、破産管財人が破産債権者に対してする通知（例

えば、配当通知（破産法第１９７条、第２０４条））も、システム送達を利用するための

電子メールアドレス等の届出をした破産債権者に対しては、破産管財人が裁判所のシス

テムにアップロードした電子データを破産債権者が閲覧等する方法によることを可能と

することが考えられる。 
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以上を踏まえ、破産手続における送達については、民事訴訟において検討されているシ

ステム送達と同様の規律を導入するものとする方向で検討することが考えられる。また、

電磁的方法による公示送達の規律についても、民事訴訟と同様の規律を導入するものと

する方向で検討することが考えられる。 

 

８ 公告 

破産法の規定による公告については、官報に掲載してするとされている規律

に代えて他の方法（例えば、裁判所のウェブサイトに掲載する方法）とする規

律を設けることや、公告が起算点となっている期間の起算点の在り方等につき、

引き続き検討する。 

 

（説明） 

現行破産法においては、公告は、官報に掲載してするとされ（破産法第１０条第１項）、

破産法の規定により送達しなければならない場合には、公告及び送達をしなければなら

ないとされるときを除き、公告をもって送達に代えることができるものとされている（同

条第３項）。 

本研究会においては、官報の掲載までに２週間程度の期間を要しており、その後の即

時抗告期間等をも考慮すると、手続の迅速化の観点から裁判所のウェブサイトに掲載す

る方法を検討すべきとの意見が出された。他方、特に個人破産の場合について、プライ

バシーの観点から裁判所のウェブサイトに掲載する方法に反対する意見、一定期間が経

過した後は見ることができないようにすることが必要であるとの意見、そもそも公告を

不要とし、知れたる債権者に対する通知のみとするべきであるとの意見、手続の迅速化

の観点については、そもそも即時抗告期間の起算点を公告とする規定（破産法第９条）

の見直しについて検討する余地があるとの意見も出された。また、裁判所のウェブサイ

トに掲載する方法とする場合のウェブサイト等の維持管理等に要する費用を国庫負担と

することが妥当かについては、官報公告費用との対比で検討すべきであるとの意見があ

った。 

いずれにせよ、以上の点を踏まえると、破産法の規定による公告について、官報に代
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えて裁判所のウェブサイトに代替する方法をとることは、民事訴訟における公示送達に

関して議論されているように裁判所の掲示に代えて裁判所のウェブサイトに掲載する方

法で代替する場合とは別途の検討を要すると考えられる。 

以上を踏まえ、破産法の規定による公告について、官報に掲載してすることに代えて

裁判所のウェブサイトに掲載する方法等によることや、公告が起算点となっている期間

の起算点の在り方等につき、引き続き検討することが考えられる。 

 

第４ 民事再生事件、会社更生事件、特別清算事件、外国倒産処理手続の承認援助

に関する法律に係る事件 

民事再生事件、会社更生事件、特別清算事件及び外国倒産処理手続の承認援

助に関する法律に係る事件のＩＴ化については、第３の破産事件のＩＴ化の検

討を踏まえつつ、ＩＴ化の検討を進めることとして、引き続き検討する。 

（注）船舶の所有者等の責任の制限に関する法律（昭和５０年法律第９４号）に基づく手

続についても、倒産手続との類似性を踏まえてＩＴ化について検討することについて、

引き続き検討する。 

 

（説明） 

民事再生事件、会社更生事件、特別清算事件及び外国倒産処理手続の承認援助に関する

法律に係る事件のＩＴ化については、破産手続に関する議論を踏まえつつ、それぞれの手

続の特性を踏まえた検討が必要な点については別途議論するなどして、引き続き検討す

ることが考えられる。 

本研究会においては、インターネット申立て等を義務付けられる者の検討において、民

事再生手続における監督委員及び調査委員等についても破産手続における破産管財人

（前記第３の１）と同様に検討することが考えられるが、会社更生手続における管財人に

ついては、弁護士等の法律専門職でない者が選任されることもあることを踏まえ、別途の

考慮が必要となり得るとの指摘があった。 

また、再建型手続について、議決権行使をシステムを利用して行うことや再生計画案等

をシステムを利用して債権者に通知し、債権者がダウンロードすることができるように
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することを検討することが提案された。議決権行使については、破産手続と同様、現行法

令上、電磁的方法によることもできる旨の規定があるが（民事再生規則第９０条第２項第

２号、会社更生規則第５２条第２項第２号）、債権者集会期日の方法に関する検討（前記

第３の３）等も踏まえ、より円滑な運用に向けた検討をすることが考えられる。再生計画

案等の閲覧等については、破産事件における記録の閲覧等（前記第３の６）及びシステム

送達等（前記第３の７）の検討を踏まえ、特段の規律を設ける必要があるか、その場合の

具体的内容等について検討することが考えられる。 

また、外国倒産処理手続の承認援助事件などで外国管財人がシステムを利用すること

ができるのかについて検討すべきであるとの意見があったが、これに対し、外国倒産処理

手続の承認援助事件や船舶の所有者等の責任の制限に関する法律に関する事件について

は年間の平均新受件数が２件弱であることから記録の電子化の範囲などについて裁判所

の自律的判断によって定めることができるようにすることを検討すべきであるとの意見

もあった。 

これらの意見を踏まえ、破産手続のＩＴ化の検討と併せて、倒産法制全体のＩＴ化につ

いて、引き続き検討することが考えられる。なお、システムの整備や運用面に関しては、

手続の規律が定まった上で検討が進められる性格を有していることから、本研究会にお

いてその詳細を検討することは困難ではあるものの、円滑な運用に向けて必要な視点を

検討しておくことが考えられる。 

 

第５ 非訟事件 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、非訟事件においても電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければ

ならないものとする方向で検討する。 

（注）本文に加え、非訟事件手続によって裁判所が選任した者が当該非訟事件手続におい

て裁判所に文書等を提出する場合に電子情報処理組織を用いなければならないものと

することについて、引き続き検討する。 
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（説明） 

本研究会において、非訟事件一般について、民事訴訟においてインターネット申立て等

をしなければならないとされている者にインターネット申立て等を義務付けることにつ

いては、賛成する意見が多かった。 

他方、本研究会においては、民事訴訟においてインターネット申立て等が訴訟代理人

（弁護士や司法書士等）等に義務付けられるとされた場合（前記【乙案】）に、非訟事件

においては、会社非訟事件を株式会社が申し立てる場合等、民事訴訟よりも義務化の範囲

を広げる余地があるのではないかとの意見も出された。この点に関しては、株式会社であ

ってもその規模等は様々であり、全ての株式会社がインターネット申立て等に対応でき

るとは言い切れないのではないかとの指摘があったほか、民事執行における金融機関等

と同様の問題があり（前記第１の１）、他の者と区別して法律上義務化するまでの理由付

けを見出せるか、検討する必要がある。なお、事件記録を電子化しない類型の事件を認め

る場合には、別途検討の余地があることは、前記第１の１と同様である。 

加えて、非訟事件に関しては、株主総会の招集手続等に関する検査役といった裁判所が

選任した者が当該非訟事件手続において裁判所に文書等を提出する場合について、破産

管財人（前記第３の１参照）と同様、インターネットを利用した提出等を義務付ける規律

を設けるか検討すべきであるとの意見があり、（注）の記載は、この点に関するものであ

る。 

なお、民事調停、労働審判については後記第６、第７で別途検討することとしている。 

 

２ 事件記録の電子化 

事件記録は基本的に電子化をする方向で検討する。 

併せて、事件の特性等を踏まえ、電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の

事件については電子化をしないとの考えにつき、引き続き検討する。 

事件記録の電子化を検討するに際しては、①書面で提出された申立書等を裁

判所において常に電子化し、閲覧等を認めることと、②裁判書等を電磁的記録

により作成し、電子情報処理組織を利用した送達や閲覧等を認めることとを区

別することについても、引き続き検討する。 
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（注）電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の事件であっても、申立人が電子情報処理

組織を用いた申立てをしたケースでは、電子化をすることについても、引き続き検討

する。 

 

（説明） 

民事訴訟における記録の電子化の議論（前記第１の３参照）をも踏まえ、本研究会に

おいて、当事者や利害関係を有する者が事件記録を裁判所外の端末から閲覧等するニー

ズ（前記事件記録の電子化のメリットの①）等の観点から、非訟事件の記録につき電子

化すべきものとする範囲について議論がなされ、非訟事件において基本的に事件記録を

電子化するものとすることについては、賛成の意見が出された。他方、当事者や利害関

係のある第三者によって事件記録の閲覧等がされず、かつ、書面による申立てが相当割

合となることが想定される事件類型において、書面により申立てがされた場合には紙媒

体のままの記録とすることが考えられるとの意見もあった。 

紙媒体の記録のままとする事件の具体的な類型としては、会社非訟事件のうち清算人

選任申立事件（会社法第４７８条第３項及び第４項）などが提案されたが、そのような

事件であっても、裁判書を電子化することについて、嘱託登記等のその後の手続との関

係でメリットがあるとの意見があった。また、紛争性や二当事者対立構造が当てはまら

ない事件類型であっても、非訟事件手続によって選任された者が、長期間にわたって活

動し裁判所とやりとりをすることが予定されるような事件（例えば、清算人のほか、仮

取締役及び職務代行者の選任事件等）については、その記録を電子化しておくことにメ

リットがあるとの意見もあった。 

これらの意見を踏まえて、例外的に電子化しない場合を設けるのかについて検討する

ことが考えられる。なお、前記第１の３同様、電子化につき、書面で提出された申立書等

の電子化と、裁判書等の電子化を区別することも考えられる。 

 

３ 期日 

いわゆる遠隔地要件を削除し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意

見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、電話会議等によって非訟



41 
 

事件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行うことができるものと

する方向で検討する。 

（注）専門委員の電話会議等による手続関与についても遠隔地要件を削除する方向で検討

する。 

 

（説明） 

現行の非訟事件手続法第４７条第１項は、当事者が遠隔地に居住しているときその他

相当と認めるときは、当事者双方が現実に出頭していない場合でも、電話会議等を用いて

非訟事件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）をすることができると規定して

いる。 

民事訴訟において電話会議等によって期日における手続を行う際の要件については、

遠隔地の要件を削除することが検討されており、非訟事件においても同様の規律とする

ことが考えられる。本研究会において、非訟事件の期日（証拠調べを除く。後記５参照）

については、電話会議等による期日の実施を認める現行法の規律から遠隔地要件を削除

することに、特段の異論はなかった。 

また、民事訴訟においては、専門委員の電話会議等による手続関与についても、遠隔地

の要件を削除することが検討されており、同様に、非訟事件手続法第３３条第４項の遠隔

地の要件についても削除することが考えられる。 

なお、現行法においても、非訟事件手続法における期日において、和解をすることがで

きると解されるところ、本文の要件の変更は、そのまま和解期日にも適用されることとな

る。 

 

４ 和解 

⑴ 当事者双方が受諾書を提出する方法による和解 

当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事

者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が

成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出

し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったもの
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とみなすものとすることについて、民事訴訟の検討を踏まえて同様の規律と

するものとする方向で検討する。 

⑵ 和解調書の送達 

和解を記載した調書は、送達しなければならないものとする方向で検討す

る。 

 

（説明） 

非訟事件手続法第６５条は、非訟事件における和解について、民事訴訟法の規定を準用

しているところ、民事訴訟においては、当事者双方が不出頭の場合の受諾和解に関する規

律を設けること（本文⑴）、和解調書について当事者からの送達申請によらずに送達しな

ければならないものとすること（本文⑵）が検討されている。 

上記民事訴訟において検討されているところを踏まえ、非訟事件についても同様の規

律とすることが考えられる。この点に関し、本研究会において、特段の異論はなかった。 

なお、和解調書を送達することによって費用を要する場合には、債務名義として用いな

い和解調書の送達を希望しない当事者への配慮が必要であるとの意見があった。 

 

５ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

非訟事件においては、民事訴訟の証拠の規律が準用されており（非訟事件手続法第５３

条第１項）、民事訴訟のＩＴ化において検討されているところ（前記第１の５参照）を踏

まえ、非訟事件においても、民事訴訟において検討されている証拠の規律と同様の規律と

すること（異なる規律を設けないこと）が考えられる。 

 

６ 裁判書等 

裁判書等は電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 
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（説明） 

前記第１の６参照 

 

７ 記録の閲覧 

現行の閲覧等の規律を前提とし、裁判所書記官に対し、電子情報処理組織を

用いて、裁判所外（の端末）における記録の閲覧等を請求することができるもの

とする方向で検討する。 

（注）閲覧等について、借地非訟などの個別法において非訟事件手続法とは異なる規律を設

けているものについては、引き続き個別に検討する。 

 

（説明） 

非訟事件の事件記録の閲覧等については、裁判所の許可を要する（非訟事件手続法第３

２条）こと、非訟事件には多種多様な事件が存在することから、当事者であっても、裁判

所外（の端末）において、いつでも閲覧等をすることができるものとするのではなく、本

文記載の規律とすることについて、賛成する意見が多かった。 

なお、民事訴訟の検討においては、和解に関する電磁的記録について、利害関係のない

第三者の閲覧等を制限する規律（利害関係を有する第三者の閲覧等は制限されない規律）

の導入が議論されているが、非訟事件においては、記録一般について非訟事件手続法第３

２条が置かれていることから、特に和解に関する記録についてこれと異なる特段の規律

を設ける必要はないものとも思われる。 

また、閲覧等について、借地非訟などの個別法において非訟事件手続法とは異なる規律

を設けているものについては、引き続き個別に検討することが考えられる。 

 

８ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 
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⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

（注）当事者の相手方に対する電子情報処理組織を利用した直接の送付について、通知

アドレスの届出をした相手方が電気通信回線を通じて裁判所の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された送付すべき電子書類の内容の閲覧等をす

ることができる状態に置き、当該相手方の通知アドレスにその旨を自動的に通知

し、当該相手方に電子情報処理組織を用いて送付すべき電子書類の内容の閲覧等を

させてする方法によることができるものとすることについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

１ システム送達及び公示送達（本文⑴及び⑵） 

本研究会において、非訟事件においても裁判所のシステムを利用した送達の規律を

導入すること（非訟事件手続法第３８条参照）や公示送達において電磁的方法を用い

る規律を導入することについて、賛成する意見が多かった。 

 

２ システムを用いた当事者間の送付（注） 

本研究会において、非訟事件手続について、システムを利用して当事者間で電子デ

ータを送付する制度を設けることについては、特段の異論はなかった。現行非訟事件

手続規則第３６条においても、当事者間においてファクシミリを利用して送信するこ

とが認められており、本文の規律は、裁判所のシステムを利用するものの、当事者が相

手方に書類の内容を直接了知させる行為の実質としては異なることはないと考えられ

る。 

なお、その場合には、本体の事件記録（前記のとおり、当事者及び利害関係人は許可

を得て閲覧等をすることができる）が置かれている領域と送達・直送により当事者が

当然見ることができる領域とを区別することが必要であるとも考えられ、この点を踏

まえ、システムを用いた当事者間の送付の規律を設けること及びその方法について、

引き続き検討することが考えられる。 
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９ その他 

公示催告事件についての公告に係る裁判所の掲示場等への掲示に代えて、公

示送達と同様の仕組みを設けることとする方向で検討する。 

 

（説明） 

現行法において、公示催告についての公告は、公示催告の内容を裁判所の掲示場に

掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってすることとされている（非訟事件手続法第

１０２条第１項）。また、裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、これらに加

えて、公示催告の内容を日刊新聞紙に掲載して公告すべきことを命ずることができる

こととされている（同条第２項）。 

現在の民事訴訟における公示送達の議論においては、インターネットにより不特定

多数の者に対して公示する措置をとるとともに、出力書面を裁判所の掲示場に掲示し、

又は裁判所に設置された端末により閲覧をすることができる状態に置くことで、公示

送達を実施することが検討されている。 

本研究会においては、公示催告の公告について、裁判所の掲示場等への掲示に代え

て、このような公示送達を参考とする方法を導入することについては、賛成の意見が

多かった。 

以上を踏まえ、公示催告についての公告につき、現行法において裁判所の掲示場に

掲示するとされている点について、これに代えて公示送達を参考とする方法を導入す

る方向で検討することが考えられる。 

 

第６ 民事調停  

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、民事調停においても電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければ

ならないものとする方向で検討する。 

 

（説明） 
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本研究会においては、民事訴訟においてインターネット申立て等が弁護士等に義務付

けられるとされた場合（前記【乙案】）に、民事訴訟においてインターネット申立て等を

しなければならないとされている者が民事調停事件についてもインターネット申立て等

をしなければならないとすることについては、特段異論はなかった。他方、民事訴訟にお

いて、原則として全ての者にインターネット申立て等が義務付けられるとされた場合（前

記【甲案】）については、民事調停では民事訴訟と比較して代理人を選任せず、本人が手

続を行う事件が多いことを踏まえ、別途検討が必要である（民事訴訟において前記【甲案】

が採られた場合でも、民事調停においては前記【乙案】とすべきである。）との意見があ

った。 

また、事件記録を電子化しない類型の事件を認める場合には、別途検討の余地があるこ

とは、前記第１の１と同様である。 

 

２ 事件記録の電子化 

事件記録は基本的に電子化する方向で検討する。 

併せて、事件の特性等を踏まえ、電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の

事件については電子化をしないとの考え方につき、引き続き検討する。 

事件記録の電子化を検討するに際しては、①書面で提出された申立書等を裁

判所において常に電子化し、閲覧等を認めることと、②調停調書等を電磁的記

録により作成し、電子情報処理組織を利用した送達をすることや閲覧等を認め

ることとを区別することについても、引き続き検討する。 

（注）電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の事件であっても、申立人が電子情報処理

組織を用いた申立てをしたケースでは、電子化をすることについても、引き続き検討

する。 

 

（説明） 

本研究会においては、民事調停事件の事件記録については、全面的に電子化すべきであ

るとの意見があった一方、事件記録の電子化には一定の負担が発生し得ること、裁判所外

から閲覧等するニーズの程度が相対的に小さい場合もあり得ること、申立人がインター
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ネットを用いて申立て等をしたとしても相手方がシステムを利用できない本人当事者で

ある場合があり得ること等を考慮し、例外として電子化しない場合を検討する必要があ

るとの意見も出された。 

他方で、本来的に二当事者対立構造が想定されている民事調停事件においては、電子化

の趣旨が妥当せず例外的に記録の電子化をしない場合として、当事者や利害関係のある

第三者によって事件記録の閲覧等がされない事件類型を具体的に想定できるか、という

問題がある。 

以上を踏まえ、例外として紙媒体のまま記録とする場合を設けるかどうかについて、引

き続き検討することが考えられる。なお、前記第１の３同様、電子化につき、書面で提出

された申立書等の電子化と、裁判書等の電子化を区別することも考えられる。 

 

３ 期日 

いわゆる遠隔地要件を削除し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意

見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、電話会議等によって民事

調停事件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行うことができるも

のとする方向で検討する。 

 

（説明） 

前記第５の３参照（民事調停法第２２条が非訟事件手続法の規律を準用） 

 

４ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

前記第５の５参照（民事調停法第２２条が非訟事件手続法の規律を準用） 
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５ 裁判書等 

裁判書等は電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

前記第１の６参照 

 

６ 記録の閲覧 

⑴ 裁判所外（の端末）における事件記録の閲覧等 

ア 当事者による事件記録の閲覧等 

当事者による事件記録の閲覧等については、次の規律とするものとする

方向で検討する。 

(ｱ) 当事者は、事件の係属中、いつでも、最高裁判所規則で定めるところ

により、電子情報処理組織を用いて、裁判所外における事件記録の閲覧

等をすることができる。 

(ｲ) 当事者は、事件の完結した後は、裁判所書記官に対し、電子情報処理

組織を用いてする裁判所外における事件記録の閲覧等を請求することが

できる。 

イ 利害関係を疎明した第三者による事件記録の閲覧等 

利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電子情報処理組織

を用いてする裁判所外における事件記録の閲覧等を請求することができる

ものとする方向で検討する。 

⑵ 事件記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲 

調停における合意を記載した調書については、当事者及び利害関係を疎明

した第三者に限り、閲覧等の請求をすることができるものとする現行法の規

律を維持する方向で検討する。 

（注）秘密保護のための閲覧等の制限に関する規律を設けるものとすることについて、引

き続き検討する。 
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（説明） 

１ 事件記録の閲覧等（本文⑴） 

現行法令上、民事調停事件においては、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁

判所書記官に対して記録の閲覧等を請求することができるとされている（民事調停法

第１２条の６第１項）。 

これを踏まえ、民事調停事件において、当事者は、民事訴訟の当事者と同様に、いつ

でも、インターネットを用いて、裁判所外（の端末）における記録の閲覧等をすること

ができることとすること、利害関係のある第三者は、自己の利害関係をその都度疎明

して裁判所書記官に対して請求することにより、インターネットを用いて、裁判所外

（の端末）における記録の閲覧等をすることができることとすることが考えられる。 

 

２ 事件記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲（本文⑵、（注）） 

⑴ 調停調書の閲覧等の制限（本文⑵） 

民事訴訟の検討においては、和解を記載した調書についての第三者の閲覧等を制

限すること、例えば、利害関係のない第三者の閲覧等を制限する規律（利害関係を

有する第三者の閲覧等は制限されない規律）を導入することが検討されている。 

調停調書については、前記民事調停法第１２条の６の規定により、当事者又は利

害関係を疎明した第三者に閲覧等が認められており、上記民事訴訟において検討さ

れている和解調書の閲覧等の規律は、現行の調停調書の閲覧等の規律と同様となる

ことから、民事調停において、特段の手当てをする必要はないものと考えられる。 

⑵ 第三者の閲覧等の制限（注） 

本研究会において、利害関係がある第三者についても、重大なプライバシーや営

業秘密等につき秘密保護の必要性がある場合があることから、民事訴訟法と同様の

閲覧制限の規定が導入すべきであるとの意見が出された。 

調停手続は非公開の手続であることなどからすると、民事訴訟において閲覧等が

制限されている場合には、民事調停においてもそれに倣って閲覧等を制限すること

が許容されるように思われる。また、民事調停法第１２条の６第２項は、民事訴訟

法第９１条第５項を準用しているが、同規定は「訴訟記録の保存又は裁判所の執務
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に支障があるとき」に閲覧等を制限する規定であり、民事訴訟法第９２条のような

閲覧制限を想定する場合には別途規定をおく（例えば、民事調停法において同条を

準用する）ことが考えられる。 

以上を踏まえ、この点について、引き続き検討することが考えられる。 

 

７ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 

⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

（注）当事者の相手方に対する電子情報処理組織を利用した直接の送付について、通知

アドレスの届出をした相手方が電気通信回線を通じて裁判所の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された送付すべき電子書類の内容の閲覧等をす

ることができる状態に置き、当該相手方の通知アドレスにその旨を自動的に通知

し、当該相手方に電子情報処理組織を用いて送付すべき電子書類の内容の閲覧等を

させてする方法によることができるものとすることについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

前記第５の８参照（民事調停法第２２条は非訟事件手続法第３８条を、民事調停規則第

２４条は非訟事件手続規則第３６条を準用）。 

本研究会において、民事調停事件において裁判所のシステムを利用した送達の規律を

導入することについて、賛成する意見が多かった。 

また、当事者間の協議を基本とする民事調停手続においては、システムを利用した当事

者間の送付を可能とするとしても、これを利用するべき場合については慎重な検討が必

要ではないかとの指摘もあった。 
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８ 調停調書の送達 

調停における合意を記載した調書は、送達しなければならないものとする方

向で検討する。 

 

（説明） 

前記第５の４参照。 

なお、調停調書を送達することによって費用を要する場合には、債務名義として用いな

い調停調書の送達を希望しない当事者への配慮が必要であるとの意見があった。 

 

９ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 

特定調停における手続については、基本的に民事調停のＩＴ化に倣ってＩＴ

化するものとする方向で検討する。 

（注１）調停条項案の書面による受諾の規律について、当事者双方（全ての当事者）が受諾

書を提出する方法による調停の規律を設けることについては、民事訴訟の検討を踏ま

えて規律を設けるものとする方向で検討する。 

（注２）倒産手続のＩＴ化の議論を踏まえ、民事調停法と異なる規定を設ける必要がある

事項があるかどうかについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（以下「特定調停法」という。）

第３条の規定による特定調停の手続は、民事調停法の特例として定められたものである

（特定調停法第１条、第２２条参照）。本文の記載は、特定調停についても、基本的に民

事調停のＩＴ化に伴いそれに倣ってＩＴ化する方向で検討することとするものである。

また、（注１）の記載は、調停条項案の書面による受諾の規律（特定調停法第１６条）に

関し、民事訴訟の検討において、当事者双方が受諾書を提出する方法による和解が検討さ

れていることから、その検討を踏まえた規律とすることを提案するものである。以上の方

向性について、本研究会において、賛成する意見が多かった。 

また、本研究会においては、特定調停は、実際には債務整理の方法として利用されてい
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る面があり、倒産手続に近い運用が想定されることを考慮して制度の在り方を検討すべ

きであるとの意見があった。この点に関しては、倒産手続の規定を取り入れるべき点があ

るかどうかについて具体的な検討を引き続き進めることが考えられる（例えば、破産法第

１１条及び第１２条を参考に、記録の閲覧制限に関する特則を設けるべきかどうかなど

について検討することが考えられる。加えて、本研究会においては、現状の実務の運用を

踏まえ、申立人（債務者）の住所地を管轄する裁判所に申立てがされ自庁処理がなされる

ことを想定して、債権者が電話会議等により期日における手続に関与することを認める

ほか（前記３参照）、債務者の住所地を管轄する裁判所に管轄を認めることなどについて

も検討することが考えられるとの意見も出された。）。 

 

第７ 労働審判 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、労働審判においても電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければ

ならないものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、民事訴訟においてインターネット申立て等が弁護士等に義務付け

られるとされた場合（前記【乙案】）に、民事訴訟においてインターネット申立て等をし

なければならないとされている者が労働審判事件についてもインターネット申立て等を

しなければならないとすることについては、賛成する意見が多かった。 

なお、他の論点でも問題となるが、労働審判事件は異議等により通常の民事訴訟に移行

することがあるところ、両者は別の事件であり、主張立証がそのまま引き継がれるもので

はないものの、インターネットを用いて申立て等をしなければならない者の範囲には差

異を設けるべきではないとの指摘があった。 

 

２ 事件記録の電子化 

事件記録については、原則として電子化するものとする方向で検討する。 
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（説明） 

本研究会において、本文の記載内容につき、特段の異論はなかった。 

 

３ 期日 

いわゆる遠隔地要件を削除し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意

見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、電話会議等によって労働

審判事件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行うことができるも

のとする方向で検討する。 

 

（説明） 

前記第５の３参照（労働審判法第２９条第１項が非訟事件手続法の規律を準用） 

 

４ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

（注）（民事訴訟における参考人の審尋について電話会議等によることを認めるかどうかに

かかわらず）電話会議による参考人の審尋を認めないとの考え方について、引き続き

検討する。 

 

（説明） 

前記第５の５参照（労働審判法第１７条第２項）。 

また、民事訴訟においては参考人の審尋につき電話会議等による方法をとることを認

めるかどうかを議論しているが（前記第１の４参照）、本研究会においては、その結果の

如何にかかわらず、労働審判事件では、ウェブ会議による参考人の審尋は認めるとして

も、電話会議による参考人の審尋を認めないとの意見もあった一方、そのような限定を設

ける必要はないとの意見もあった。（注）の記載は、この点に関するものである。 

 



54 
 

５ 裁判書等 

裁判書等は電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

本研究会において、本文の記載内容につき、特段の異論はなかった。 

 

６ 記録の閲覧 

⑴ 裁判所外（の端末）における事件記録の閲覧等 

ア 当事者による事件記録の閲覧等 

当事者による事件記録の閲覧等については、次の規律とするものとする

方向で検討する。 

(ｱ) 当事者は、事件の係属中、いつでも、最高裁判所規則で定めるところ

により、電子情報処理組織を用いて、裁判所外における事件記録の閲覧

等をすることができる。 

(ｲ) 当事者は、事件の完結した後は、裁判所書記官に対し、電子情報処理

組織を用いてする裁判所外における事件記録の閲覧等を請求することが

できる。 

イ 利害関係を疎明した第三者による事件記録の閲覧等 

利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電子情報処理組織

を用いてする裁判所外における事件記録の閲覧等を請求することができる

ものとする方向で検討する。 

⑵ 事件記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲 

調停における合意を記載した調書については、当事者及び利害関係を疎明

した第三者に限り、閲覧等の請求をすることができるものとする現行法の規

律を維持する方向で検討する。 

 

（説明） 

１ 事件記録の閲覧等（本文⑴） 
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前記第６の６参照 

 

２ 事件記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲（本文⑵） 

本研究会においては、労働審判事件における調停調書につき第三者の閲覧等を制限

することについて議論がなされ、労使で立場が異なり得るとの意見や、当事者間で口

外禁止について協議をすることがあることから当事者の申立てを要件とすることが考

えられる旨の意見が出された。 

この点に関し、民事訴訟の検討においては、和解を記載した調書については、利害関

係を有しない第三者の閲覧等を制限することが検討されており、調停調書についても

同様の規律とすることが考えられる（前記第６の６）。この場合には、前記民事訴訟に

おいて検討されている和解調書の閲覧等の規律は、現行の労働審判事件記録（調停調

書を含む）の閲覧等の規律（労働審判法第２６条第１項）と同様となることから、労働

審判において、特段の手当てをする必要はないと考えられる。 

 

７ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 

⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

（注）当事者の相手方に対する電子情報処理組織を利用した直接の送付について、通知

アドレスの届出をした相手方が電気通信回線を通じて裁判所の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された送付すべき電子書類の内容の閲覧等をす

ることができる状態に置き、当該相手方の通知アドレスにその旨を自動的に通知

し、当該相手方に電子情報処理組織を用いて送付すべき電子書類の内容の閲覧等を

させてする方法によることができるものとすることについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 
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前記第５の８参照（労働審判法第２９条第１項が非訟事件手続法第３８条を、労働審判

規則第３７条が非訟事件手続規則第３６条を準用）。なお、審判書の送達については、公

示送達の規定は準用されていないところ（労働審判法第２０条第５項）、本文⑵の記載は、

その規律を変更することを前提としたものではない。 

本研究会において、労働審判においてシステム送達の規律を導入することにつき、特段

の異論はなかった。 

 

８ 調停調書及び審判書に代わる調書の送達 

調停における合意を記載した調書及び審判書に代わる調書は、送達しなけれ

ばならないものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

前記第５の４参照。 

本研究会において、本文の記載内容につき、特段の異論はなかった。 

 

第８ 人事訴訟 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

家事事件手続における検討を踏まえつつ、民事訴訟において電子情報処理組

織を用いて申立て等をしなければならない者は、人事訴訟においても電子情報

処理組織を用いて申立て等をしなければならないものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

インターネットによる申立て等によらなければならない場合を設けることのメリット

（前記第１の１参照）を踏まえ、本研究会においては、人事訴訟においても可能な限りイ

ンターネットを用いた申立て等によることが望ましいとの意見が出された。 

また、人事訴訟が訴訟手続である点で民事訴訟と異なることがないことや人事訴訟の

代理人選任率が高いことから、民事訴訟において弁護士等の専門職代理人等について、イ

ンターネットを用いてする申立て等によらなければならないとされた場合（前記【乙案】
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が採用された場合）にはこれと同様とすることに支障はないとの意見が出された。もっと

も、民事訴訟において全ての利用者が原則としてインターネットを用いてする申立て等

によらなければならないとされた場合（前記【甲案】が採用された場合）であっても、民

事訴訟の利用者と人事訴訟の利用者とで異なる配慮をする必要があることから、人事訴

訟において全ての利用者が原則としてインターネットを用いてする申立て等によらなけ

ればならないとすることについては慎重に検討すべきであるとの意見もあった。 

また、人事訴訟は、調停前置主義がとられているなど、家事事件手続との連続性が問題

となるため、義務化の範囲についても、両者で差異を設けることができるのかも問題とな

る。 

以上を踏まえ、本報告書においては、家事事件手続における検討を踏まえつつ、民事訴

訟においてインターネットを用いて申立て等をしなければならない者は、人事訴訟にお

いてもインターネットを用いて申立て等をしなければならないものとする方向で検討す

ることとしている。 

なお、本研究会においては、人事訴訟において当事者に身分関係に関する書類等の提出

が求められる場面について、これらの書類の提出につきインターネットを用いることが

義務付けられると当事者の負担となるとの指摘があり、これらの書類の電子的な発行に

関する施策の状況をも踏まえ、裁判所と他機関との情報連携など、このような負担が生じ

ない仕組みについても検討していくことが考えられるとの意見が出された。 

 

２ 訴訟記録の電子化 

訴訟記録を電子化するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

民事訴訟と同様に訴訟記録を電子化することが考えられるところ、本研究会において、

賛成の意見が多かった。 
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３ 期日 

⑴ 口頭弁論の期日 

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所

規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法に

よって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるものとする方向で

検討する。 

⑵ 弁論準備手続の期日 

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所

規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信によ

り同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日におけ

る手続を行うことができるものとする方向で検討する。 

⑶ 審問の期日 

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所

規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信によ

り同時に通話をすることができる方法によって、審問の期日における手続を

行うことができることにつき、引き続き検討する。 

（注）家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、ウェブ会議等によっ

て他の当事者が立ち会うことができる審問の期日における手続を行うことができる

（電話会議による方法は原則として認めない）こととすべきであるとの考え方も併せ

て、引き続き検討する。 

 

（説明） 

１ 口頭弁論の期日及び弁論準備手続の期日（本文⑴及び⑵） 

人事訴訟も訴訟事件であり、口頭弁論の期日や弁論準備手続の期日に関する規律に

ついて民事訴訟と異なる規律とする必要はなく同様の規律とすることが考えられ、本

研究会において特段の異論は示されなかった。 

なお、ウェブ会議等を用いることにより検討をすべき問題点（本人確認、所在すべき
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場所、無断での撮影の禁止等）については、民事訴訟における議論と同様になると考え

られる。 

また、口頭弁論の期日をウェブ会議等の方法によってすることや弁論準備手続の期

日を当事者の双方が出頭しない場合であっても電話会議等の方法によってすることが

できるようにする規律を設けることは、非対面による手続のニーズに応えるために必

要なものである。 

 

２ 審問の期日（本文⑶） 

事実の調査として当事者の意見を聴くための審問期日（人事訴訟法第３３条第４項）

は、家事審判事件における審問期日と同様の性格を有していると考えられるが、現行人

事訴訟法には、これを電話会議等を用いてすることを可能とする明文の規定はない。他

方で、現行家事事件手続では、電話会議等を用いて審問期日をすることは可能である

（家事事件手続法第５４条）。 

本研究会においては、事実の調査の一つである審問の期日につき、特に相手方当事者

に立会いを認めている場合（人事訴訟法第３３条第４項参照）には、ウェブ会議等でそ

の期日を行うことを原則とするとの規律を設けるべきとの意見があった。また、本研究

会においては、家事事件においても、電話会議ではなくウェブ会議等で期日の手続を行

うことを基本とすべきであるとの意見が出ているのは、後記第９の３のとおりである。 

他方で、一般的に、事実の調査は自由な証明による資料収集方法であり、方法に制限

はないと理解されているほか、家事事件手続法では、審問期日は電話会議等を用いてす

ることができるとされているところ、家庭内の機微にわたる事項を取り扱うという事

件の性質については人事訴訟も同様であり、また、審問を受ける当事者本人等には電話

会議であれば対応できるがウェブ会議等に対応できる環境の整備等が経済的に困難な

者もいることが考えられることからすると、柔軟に手続を選択できる余地を残してお

くことが望ましいなどとして、今後の実務においてはウェブ会議等の方法が用いられ

るようになると思われるものの、規定上は、家事事件手続法と同様の規律とすれば足り

るとの意見も出された。 

以上を踏まえ、本報告書では、家事審判事件における審問と同様に電話会議等を用い
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て審問期日における手続をすることができるものとすることについて、民事訴訟にお

ける簡易な証拠調べとしての審尋の議論（中間試案では、審尋の期日について電話会議

等を用いることができるとする案を示していたが、現在の部会では、ウェブ会議等のみ

を用いることとすべきであるとの意見も出されている。）も踏まえて、（注）記載のとお

りウェブ会議等によって他の当事者が立ち会うことができる審問の期日における手続

を行うことができる（電話会議による方法は原則として認めない）との考えと併せて、

引き続き検討することとしている。 

 

４ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

人事訴訟の証拠調べ手続について、ＩＴ化後においても民事訴訟と異なる規律とすべ

き理由はなく、民事訴訟の証拠の規律と同様の規律とする（異なる規律を設けない）こと

が考えられ、本研究会において特段の異論は示されなかった。 

 

５ 判決書（裁判書） 

判決書（裁判書）を電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

人事訴訟において民事訴訟と同様に裁判所が作成する判決書（裁判書）を電磁的記録に

より作成することが考えられ、本研究会においては賛成の意見が多数であった。 

 

６ 和解等 

⑴ ウェブ会議等を用いた期日における和解等 

離婚の訴え及び離縁の訴えに係る訴訟におけるウェブ会議等を用いた期

日において、和解及び請求の認諾をすることができるものとする方向で検討
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する。 

（注）本文⑴に関して電話会議の方法を用いた期日において、和解及び請求の認諾をする

ことができるものとすることについて、引き続き検討する。 

⑵ 和解調書等の送達 

和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書は、送達しなければなら

ないものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

１ ウェブ会議等を用いた期日における和解等（本文⑴） 

本研究会において、第三者から不当な影響があり得ることについて懸念する意見が

あったが、和解成立等の場面で同席ができない場合にウェブ会議等で和解等をするこ

とができるようにすることにメリットがあることから、本人の真意を確認することが

できることを前提としつつウェブ会議等によって和解等をすることができるようにす

ることに賛成する意見、技術が進展してウェブ会議等によっても対面による意思確認

と比較してそん色なく本人確認や意思確認を行うことができるとの意見が出された。 

このような意見を踏まえ、本人の真意を確認することができることを前提としつつ

ウェブ会議等で和解等をすることができるようにすることが考えられ、そのことにつ

いては、賛成する意見が多数であった。 

なお、この問題に関しては、電話会議によっても和解等を可能とすべきとの意見もあ

った。この意見の中には、離婚の和解等はウェブ会議を原則とし、やむを得ない事由な

どといった例外的な事情がある場合に限って電話会議による和解等を認める意見と、

一般的な家事調停事件と同様に、法律上はウェブ会議と電話会議に特段の差異を設け

ず、電話会議等による和解等を認める意見があると考えられる。もっとも、離婚等の意

思確認を慎重に行うべき観点から、電話会議による和解等を可能とすることにつき、こ

れを否定する意見も出された。 

 

２ 和解調書等の送達（本文⑵） 

和解調書等について、現在の実務の状況を踏まえて、当事者からの送達申請を要する
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ことなく裁判所書記官が当事者に送達しなければならないものとすることが考えられ、

本研究会において賛成の意見が多く出された。 

なお、和解調書を送達することによって費用を要する場合には、債務名義として用い

ない和解調書の送達を希望しない当事者への配慮が必要であるとの意見があった。 

 

７ 記録の閲覧 

⑴ 裁判所外（の端末）における訴訟記録の閲覧等 

ア 当事者による訴訟記録の閲覧等 

当事者による訴訟記録（事実の調査に係る部分を除く。アからウまでに

同じ。）の閲覧等については、次の規律とするものとする方向で検討する。 

(ｱ) 当事者は、事件の係属中、いつでも、最高裁判所規則で定めるところ

により、電子情報処理組織を用いて、裁判所外における訴訟記録の閲覧

及び複製をすることができる。 

(ｲ) 当事者は、訴訟の完結した後は、裁判所書記官に対し、電子情報処理

組織を用いてする裁判所外における訴訟記録の閲覧及び複製を請求する

ことができる。 

イ 利害関係を疎明した第三者による訴訟記録の閲覧等 

利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電子情報処理組織

を用いてする裁判所外における訴訟記録の閲覧及び複製を請求することが

できるものとする方向で検討する。 

ウ 利害関係のない第三者による訴訟記録の閲覧 

利害関係のない第三者による電子情報処理組織を用いてする裁判所外に

おける訴訟記録の閲覧を認めないものとする方向で検討する。 

⑵ 事実調査部分の閲覧等 

訴訟記録中事実の調査に係る部分の閲覧等については、家事事件手続にお

ける閲覧等と併せて引き続き検討する。 

具体的には、訴訟記録中事実の調査に係る部分の閲覧等については、上記

の⑴の規律とは別のものとし、閲覧等につき裁判所の許可を要する現行の閲
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覧等の規律を前提に、裁判所外（の端末）において記録の閲覧等をするには、

その都度、裁判所書記官に対し、その請求をするものとする方向で検討する。 

⑶ 和解に関する訴訟記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲 

和解を記載した調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に

限り、閲覧等の請求をすることができるものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

１ 裁判所外（の端末）における訴訟記録の閲覧等（本文⑴） 

⑴ 当事者及び利害関係を疎明した第三者による訴訟記録の閲覧等 

民事訴訟において議論がされているのと同様に、当事者及び利害関係を疎明した

第三者は、訴訟係属中は裁判所の電磁的記録にいつでも（その都度裁判所書記官の

個別具体的な処理を要することなく）アクセスすることによって閲覧等をすること

ができるようにすることが考えられ、本研究会において賛成する意見が出された。 

なお、事件が終結した後においても同様に閲覧等をすることができるようにすべ

きであるとの意見も出されたが、民事訴訟における議論も踏まえて検討することが

考えられる。 

⑵ 利害関係のない第三者による訴訟記録の閲覧 

本研究会において、人事訴訟の記録にはプライバシーに関わる部分が多いことか

ら、利害関係のない第三者による裁判所外（の端末）における閲覧を認める規律を

導入すべきではないとの意見が出された。したがって、民事訴訟において、利害関

係のない第三者による裁判所外（の端末）における閲覧等を認める規律が設けられ

た場合であっても、人事訴訟においてはこのような規律を導入しないことが考えら

れ、その方向で検討することとしている。 

 

２ 事実調査部分の閲覧等（本文⑵） 

事実の調査部分の閲覧等は、家事事件手続における記録の閲覧等と同様に検討する

ことが考えられる。 

具体的には、事実調査部分の閲覧等については、現行人事訴訟法では、裁判所の許可
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を要することから、当事者であっても、裁判所外（の端末）において、いつでも閲覧等

することができるものとすることは適当ではないと考えられる。 

 

３ 和解に関する訴訟記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲（本文⑶） 

本研究会において、和解調書について利害関係のない第三者の閲覧等を制限するこ

とに賛成する意見が出された。 

 

８ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 

⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

（注）当事者の相手方に対する電子情報処理組織を利用した直接の送付について、通知

アドレスの届出をした相手方が電気通信回線を通じて裁判所の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された送付すべき電子書類の内容の閲覧等をす

ることができる状態に置き、当該相手方の通知アドレスにその旨を自動的に通知

し、当該相手方に電子情報処理組織を用いて送付すべき電子書類の内容の閲覧等を

させてする方法によることができるものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

人事訴訟においても裁判所のシステム及びインターネットを利用した送達の規律を導

入することや公示送達においてインターネットを用いる規律を導入することが考えられ、

本研究会において賛成する意見が出された。 

なお、公示送達においてインターネットを利用して表示する情報について、人事訴訟に

おいては民事訴訟よりもプライバシーに配慮する必要があるとの意見が出された。 

また、民事訴訟においては、当事者が相手方に対して裁判所のシステムを利用して送付

をすることが検討されているが、人事訴訟においても当事者が相手方に対して直接の送
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付をする方法の一つとして、裁判所のシステムを利用する方法によることができるもの

とすることが考えられる。 

 

第９ 家事事件（家事事件手続法、ハーグ条約実施法） 

１ インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合 

民事訴訟において電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならな

い者は、家事事件においても電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければ

ならないものとする方向で検討する。 

（注）本文に加え、成年後見人等の裁判所が選任した者が当該手続に関して裁判所に文書

等を提出する場合に電子情報処理組織を用いなければならないものとすることについ

て、引き続き検討する。 

 

（説明） 

インターネットによる申立て等によらなければならない場合を設けるかについては、

当事者間等における情報のやりとりが円滑化・効率化されることや事件記録が迅速かつ

正確に電子データで作成されて書面への出力を不要とすること等により家事事件に関す

る社会全体のコストの削減を図ることができると考えられ、本研究会において、家事事件

においても可能な限りインターネットを用いた申立て等によることが望ましいとの意見

が出された。そして、制度導入時に民事訴訟において弁護士等の専門職代理人についてイ

ンターネットを用いた申立て等によらなければならないとされる場合には家事事件にお

いても同様とすることが考えられるとの意見や家事事件の当事者等は経済的に困窮して

インターネット環境を持つことができない場合があるなど民事訴訟よりも配慮を要する

との意見が出された。 

また、現在の民事訴訟での議論は、民事訴訟の訴訟記録を全面的に電子化することと併

せてインターネットを用いた申立ての義務付けの是非や範囲が議論されている。この点

に関しては、家事事件のうち一定のものについて事件記録を電子化しないものとするの

かを検討しており（後記２）、事件記録の電子化をしない類型の事件については、別途、

検討する（例えば、インターネットを用いて申立て等をしなければならないとの規律を及
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ぼさない）ことも考えられる。他方、本研究会においては、家事事件について、事件記録

を電子化しない事件類型を設けるとしても、インターネットを用いて申立て等をしなけ

ればならない場合については別途検討すべきとの意見もあった。 

そのほか、成年後見人等の裁判所が選任した者が、裁判所に対し、当該事件に関して、

報酬や許可を求める申立てをしたり、報告書等の文書を提出する場合にインターネット

を用いなければならないとすることについても検討が必要であるが、この点に関しては、

成年後見人等は、破産管財人（前記第３の１）と異なり、弁護士や司法書士等の専門職で

はなく、親族や一般市民が後見人等に選任される事例も相当割合あることをも考慮する

必要があるとの意見が出され、引き続き検討することが考えられる。（注）の記載は、こ

の点に関するものである。 

なお、家事事件についても、人事訴訟と同様に、裁判所と他機関との情報連携など当事

者の負担が生じない仕組みについて検討していくことが考えられる。 

 

２ 事件記録の電子化 

事件記録は基本的に電子化をする方向で検討する。 

併せて、事件の特性等を踏まえ、電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の

事件については電子化をしないとの考えにつき、引き続き検討する。 

事件記録の電子化を検討するに際しては、①書面で提出された申立書等を裁

判所において常に電子化し、閲覧等を認めることと、②裁判書等を電磁的記録

により作成し、電子情報処理組織を利用した送達をすることや閲覧等を認める

こととを区別することについても、引き続き検討する。 

（注）電子化の趣旨が必ずしも妥当しない類型の事件であっても、申立人が電子情報処理

組織を用いた申立てをしたケースでは、電子化をすることについても、引き続き検討

する。 

 

（説明） 

事件記録の電子化による、裁判所における管理・運搬の容易性、当事者等における裁判

所外からのアクセス可能性、手続進行における迅速・効率的な争点整理の実現可能性のメ
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リットは家事事件においても当てはまる部分があることから、家事事件の事件記録につ

いても基本的には電子化するものとすることが考えられ、本研究会において、全面的に電

子化することに賛成する意見が多く出された。 

他方で、特に単発的な申請・許可型の事件など、申立人等の当事者や第三者から記録の

閲覧等の申請がされることがなくインターネットを利用して事件記録にアクセスするニ

ーズは乏しいのではないかなどの意見も出されたことから、特にインターネットによる

申立て等が義務付けられずに書面により申立て等がされた場合において、例外的に事件

記録を電子化しない場合を設けるのかについて検討することが考えられる。 

また、事件記録の電子化といっても、①書面で提出された申立書等を裁判所において常

に電子化することと、②裁判所が作成する裁判書等を電子化することとは、当事者等にお

ける裁判所外からのアクセス可能性を確保すべき観点からしても区別し得る問題である

ように思われるため、この問題も併せて検討することが考えられる。 

そこで、本報告書では、家事事件の事件記録は基本的に電子化することとしつつ、電子

化における当事者等のメリットの観点を踏まえて例外的に電子化をしないものについて

引き続き検討することとしている。 

 

３ 期日 

いわゆる遠隔地要件を削除し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意

見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双

方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事事

件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行うことができるものとす

る方向で検討する。 

（注）現行法を改正し、他の当事者が立ち会うことができる家事事件の審問期日はウェブ

会議等による実施を原則とし、電話会議による実施を原則として認めないとすべきと

の考え方がある。 

 

（説明） 

民事訴訟において電話会議等によって期日における手続を行う際の要件について遠隔
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地の要件を削除することが検討されており、家事事件においても同様の規律とすること

が考えられる。 

なお、現行法では、他の当事者が立ち会うことができる事実の調査としての審問の期日

（家事事件手続法第６９条）においても、電話会議による実施が認められている。もっと

も、（注）のとおり、本研究会では、ウェブ会議等による実施を原則とし、電話会議によ

る実施を原則として認めないとすべきとの意見があった。 

また、本研究会においては、当事者多数の遺産分割事件や離婚の渉外事案等において、

当事者が海外にいながら電話会議等により期日における手続を行うことができるように

するニーズがあり、難しい問題があるものの、将来の課題として検討すべきであるとの意

見も出された。 

 

４ 書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続 

書証、証人尋問、その他の証拠調べ手続について、民事訴訟の規律と同様の

規律とするものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

家事事件の証拠調べ手続について、ＩＴ化後においても民事訴訟と異なる規律とすべ

き理由はなく、民事訴訟の証拠の規律と同様の規律とする（異なる規律を設けない）こと

が考えられ、本研究会において特段の異論は示されなかった。 

 

５ 裁判書等 

裁判書等を電磁的記録により作成するものとする方向で検討する。 

 

（説明） 

家事事件において民事訴訟と同様に裁判所が作成する裁判書等を電磁的記録により作

成することが考えられる。 

この問題は、事件記録の電子化の論点と併せて検討する必要があり、本文の記載は、基

本的に、事件記録の電子化を全面的に進める議論を前提とするものである。そのため、例
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えば、書面で提出された申立書等を裁判所において常に電子化しない事件類型を設ける

場合に、その事件においては、裁判書等も書面により作成することが考えられるが、他方

で、この事件の類型であっても、両者を区別し、例えば事件を完結させる裁判書等（審判

書、遺言の検認調書等）は、電磁的記録により作成することが考えられる。 

なお、現行家事事件手続法では、限定承認及び相続の放棄又はその取消しの申述の受理

の審判をするときは裁判書を作成するのではなく、申述書にその旨を記載することとさ

れている（同法第２０１条第７項）が、申述がインターネットを用いてされたときは、受

理の審判をした旨の電磁的記録を作成するものとする方向で検討することが考えられる。

また、即時抗告をすることができない審判については、申立書又は調書に主文を記載する

ことをもって審判書の作成に代えることができるとされているが（同法第７６条第１項

ただし書）、これについても、インターネットを用いて申立てがなされた場合には、主文

の内容に係る電磁的記録を作成するものとすることが考えられるとの意見があった。 

 

６ 調停の成立 

⑴ ウェブ会議等を用いた期日における調停の成立 

家事事件において、離婚及び離縁の調停事件におけるウェブ会議等を用い

た期日において、調停を成立させることができるものとする方向で検討する。 

（注１）本文⑴に関して電話会議の方法を用いた期日において、調停を成立させることが

できるものとすることについて、引き続き検討する。 

（注２）家事調停事件の合意に相当する審判をする際の合意の成立については、本文⑴に

準ずる方向で検討する。 

⑵ 当事者双方が受諾書を提出する方法による調停 

当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事

者双方があらかじめ調停委員会（裁判官のみで家事調停の手続を行う場合に

あっては、その裁判官）から調停が成立すべき日時を定めて提示された調停

条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時

に、当事者間に合意が成立したものとみなすものとすることについて、民事

訴訟の検討を踏まえて規律を設けるものとする方向で検討する。 
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⑶ 調停調書の送達 

調停における合意を記載した調書は、送達しなければならないものとする

方向で検討する。 

 

（説明） 

１ ウェブ会議等を用いた期日における調停の成立（本文⑴、（注１）及び（注２）） 

現行家事事件手続法では、家事調停は、原則として電話会議等を用いた期日におい

て調停を成立させることができるが、例外的に、離婚及び離縁の調停事件については、

この期日において、調停を成立させることができない（同法第２６８条第３項）。 

そのため、現在、運用レベルにおいて、家事調停にウェブ会議の導入が検討されてい

るところ、仮に、ウェブ会議が導入されたとしても、現行法の下では、離婚等の調停を

成立させることはできない。また、離婚等の調停の成立においては、本人の離婚等の意

思の確認が必要となるため、手続代理人のみが裁判所に出向いて、出席し、本人が欠席

している期日においては、その成立を認めることが困難である。 

現行家事事件手続法では、離婚等の意思の確認等を慎重に行うなどの観点から、前

記のとおり、電話会議等を用いた期日においては、離婚等の調停を成立させることを

認めていないが、ウェブ会議等であれば、本人の表情等を確認することでき、単に音声

のみの電話会議と比較しても、離婚等の意思の確認等を慎重に行うことができる。 

以上を踏まえて、本報告書では、離婚及び離縁の調停事件におけるウェブ会議等を

用いた期日において、調停を成立させることができるものとする方向で検討すること

としており、本研究会においては、賛成する意見が多数であった。 

なお、本研究会においては、他の家事調停事件では、音声のみの電話会議によって

も、調停を成立させることができること等を踏まえて、電話会議によっても、離婚等の

調停の成立を可能とするとの意見もあった（この意見の中には、離婚等の調停の成立

はウェブ会議を原則とし、やむを得ない事由などといった例外的な事情がある場合に

限って電話会議による調停の成立を認める意見と、他の家事調停事件と同様に法律上

はウェブ会議と電話会議に特段の差異を設けず、電話会議等において調停の成立を認

める意見があると考えられる。）。 
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しかし、本人の表情等を確認することができないことを理由にこれを否定する意見

もあったので、電話会議による離婚等の調停の成立の検討については、（注１）に注記

するにとどめている。 

さらに、本研究会においては、ウェブ会議等において家事調停事件の合意に相当す

る審判をする際の合意の成立を認めるのかについても検討されたが、本文⑴に準ずる

こととすることにつき賛成する意見が多かった。 

 

２ 当事者双方が受諾書を提出する方法による調停（本文⑵） 

民事訴訟において当事者双方が不出頭の場合の受諾和解に関する規律を設けること

が検討されていることを踏まえ、家事事件においても同様の規律を設けるものとする

ことが考えられ、本研究会において、特段の異論はなかった。 

なお、現行の規律と同様に、調停委員会が当事者の真意を確認することを前提とし

ている（家事事件手続規則第１３１条２項参照）。 

 

３ 調停調書の送達（本文⑶） 

前記第８の６の⑵参照。 

なお、調停調書を送達することによって費用を要する場合には、債務名義として用

いない調停調書の送達を希望しない当事者への配慮が必要であるとの意見があった。 

 

７ 記録の閲覧 

家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、閲覧等を請求することがで

きるとの現行の閲覧等の規律は、基本的に維持することを前提に、事件記録が

電子化されたことに伴う所要の手当てをするものとする方向で検討する。 

ただし、一定のケースにつき裁判所の許可を不要とする規律を設けることに

ついて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

１⑴ 裁判所の許可について 
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民事訴訟では、当事者がインターネットを用いていつでも閲覧等することにつき

検討しているが、家事事件に同様の規律を導入することについては、家事事件手続

法第４７条及び第２５４条の裁判所の許可を閲覧等の要件としていることとの関係

が問題となる。そのため、当事者に対して、裁判所の許可なく、閲覧等を認めるかが

問題となるが、基本的には、裁判所の許可を要するとの規律を変更することは難し

いと思われる（裁判所の許可を要するとの規律を維持すると、当事者が、家事事件

の事件記録を、随時閲覧等をすることができることは困難であると思われる。）。 

もっとも、基本的に、閲覧等について裁判所の許可を要するとの規律を維持する

としても、一定のケースにつき、裁判所の許可を不要とすべきではないかとの指摘

もあった。そのため、その許可を不要とするのかにつき検討することが考えられる。

なお、検討に際しては、実際上どのような形で実務が運用されるのか、あるいは運

用すべきかといった視点から、具体的なシステムの在り方や実現可能性も考慮すべ

きといった意見もあった。 

⑵ 裁判所の許可の例外について 

ア 当事者が自ら提出した資料 

本研究会においては、当事者が（インターネットを用いて）提出した自己の資

料については、裁判所の許可を経ることなく、いつでも閲覧等をすることができ

るようにすることを検討すべきではないかとの指摘があった。 

基本的には、自己の提出した資料を確認することについては、裁判所の許可が

なくとも、閲覧等を認めて差し支えないと思われるが、この問題は、現行法下で

も問題となる。現行法下では、裁判所の許可を要することにより特段の問題は生

じていないと思われるが、インターネットを用いて閲覧等をすることができると

する場合に、併せて制度的に手当てをするのかどうかなどが問題になるとも思わ

れる。 

イ 当事者双方に共有されるべき資料 

本研究会においては、家事調停事件において、閲覧等によらずに当事者双方で

当然に共有されるべき資料があることを前提として、一定の場合には、現行の閲

覧等の規律よりも広く閲覧等の許可の例外を設けることも考えられるのではない
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かとの意見もあった。 

⑶ システム送達・システムを用いた当事者間の送付の関係 

本研究会においては、システム送達や裁判所のシステムを用いた当事者間の送付

の制度を導入する場合には、閲覧等の規律との関係について整理が必要ではないか

との意見が出された。 

システム送達は、送達等を受けるべき当事者等が当該記録について裁判所の許可

を要さずにシステム上で閲覧等をすることができることを前提としたものである。

そして、ここでいう記録の閲覧等は、家事事件手続法第４７条及び第２５４条等（民

事訴訟では、民事訴訟法第９１条等）の閲覧等の規定を根拠とするものではなく、

システム送達の規定を根拠として認める方向で検討している。システムを用いた当

事者間の送付についても、規律を置くのであれば、同様の整理とすることも考えら

れる。 

いずれにしても、結論において、裁判所の許可を要しないとの結論に異論がない

のであれば、後は、法制上どのように整理するのかの問題のようにも思われる。 

 

２ 調停に関する記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲 

人事訴訟において和解調書について当事者及び利害関係のある第三者にのみ閲覧等

を認め、利害関係のない第三者に閲覧等を認めない規律を検討しており（前記第８の

７の⑶）、家事事件の記録の閲覧等の現行の規律と同様の規律となることから、特段の

手当てをする必要はないものと考えられる。 

 

８ システム送達等 

⑴ システム送達 

電子情報処理組織を利用した送達の規律を導入するものとする方向で検

討する。 

⑵ 公示送達 

電磁的方法による公示送達の規律を導入するものとする方向で検討する。 

（注）当事者の相手方に対する電子情報処理組織を利用した直接の送付について、通知
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アドレスの届出をした相手方が電気通信回線を通じて裁判所の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された送付すべき電子書類の内容の閲覧等をす

ることができる状態に置き、当該相手方の通知アドレスにその旨を自動的に通知

し、当該相手方に電子情報処理組織を用いて送付すべき電子書類の内容の閲覧等を

させてする方法によることができるものとすることについて、引き続き検討する。 

 

（説明） 

１ システム送達及び公示送達（本文⑴及び⑵） 

前記第８の８参照 

 

２ システムを用いた当事者間の送付（注） 

本研究会において、現行法上の直送は裁判所外で行われる制度であることを前提と

して、裁判所のシステムを利用して当事者間で電子データを送付する制度を設けるこ

とについては慎重な意見も出された。もっとも、現行家事事件手続規則第２６条にお

いても当事者間においてファクシミリを利用して送信することが認められており、シ

ステムを利用した当事者間の送付の制度を一律に否定する理由もないと思われる。 

もっとも、システムを利用した当事者間の送付を可能とするとしても、いかなる場

合について、これを利用するべきであるのかは慎重な検討を要し、それを利用するこ

とを認めるとしても、実際には一定のケースなどでしか用いることができないとの指

摘も考えられる。 

 

第１０ 民事事件及び家事事件の費用 

１ 手数料の電子納付への一本化 

民事事件及び家事事件における手数料及び手数料以外の費用（以下「手数料

等」という。）の納付方法について、書面による申立てがされる場合であってや

むを得ない事情があると認めるときを除き、ペイジーによる納付の方法に一本

化するものとする方向で検討する。 
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（説明） 

本研究会において、手数料等の納付方法について、原則としてペイジーによる納付に一

本化することについて、基本的に異論はみられなかったが、その法制上の文言については

工夫が必要であるとの指摘、「やむを得ない事情」の判断については、個別の事情を踏ま

えて行われるべきとの指摘がみられた。 

 

２ 郵便費用の手数料への一本化 

民事事件及び家事事件における郵便費用を手数料として扱い、申立ての手数

料に組み込み一本化し、郵便費用の予納の制度を廃止するものとする方向で検

討する。 

 

（説明） 

本研究会において、郵便費用を手数料として扱い、申立ての手数料に組み込み一本化

し、郵便費用の予納の制度を廃止するものとし、書面をもって申立てをする場合と、イン

ターネットを用いて申立てをする場合とでは、後者の場合の手数料を低額とすることに

ついて、基本的に異論はみられなかった。その具体化を図るに際しては、破産事件におけ

る債権者に対する通知のために必要な郵便費用が債権者の数に大きく左右されること等

について考慮を要するとの指摘や、定額化は低い額においてなされるべきであるとの指

摘がみられた。 



76 
 

家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等ＩＴ化研究会 

名簿 
 

（敬称略、五十音順） 

委員 

座長 山 本 和 彦  一橋大学大学院教授 

青 木   哲  神戸大学大学院教授 

今 川   忠  弁護士（大阪弁護士会所属） 

植 松 祐 二  弁護士（第一東京弁護士会所属） 

小 畑 英 一  弁護士（第一東京弁護士会所属） 

笠 井 正 俊  京都大学大学院教授 

櫻 井 美 幸  弁護士（大阪弁護士会所属） 

杉 山 悦 子  一橋大学大学院教授 

山 田   文  京都大学大学院教授 

オブザーバー 

小 澤 吉 徳  司法書士（日本司法書士会連合会会長） 

関係省庁等 

（最高裁判所） 

浅 川   啓  最高裁判所事務総局家庭局企画官 

岩 井 一 真  最高裁判所事務総局民事局第一課長 

木 村 太 郎  最高裁判所事務総局民事局付 

戸 苅 左 近  最高裁判所事務総局家庭局第一課長 

森 山 由 孝  最高裁判所事務総局民事局付 

山 中 仁 美  最高裁判所事務総局家庭局付 

（法務省） 

上 田 竹 志  法務省民事局調査員 

大 庭 陽 子  法務省民事局付 

園   俊次郎  法務省大臣官房司法法制部付 



77 
 

西   臨太郎  法務省民事局付 

波多野 紀 夫  法務省民事局民事法制企画官 

藤 田 直 規  法務省民事局付 

脇 村 真 治  法務省民事局参事官 

渡 邊 英 夫  法務省大臣官房司法法制部参事官 


